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平成２７年第１回永平寺町議会定例会議事日程

（１日目）

平成２７年２月２４日（火）

午前１０時００分 開 議

１ 議事日程

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定

（町長招集あいさつ）

第 ３ 議案第 １号 平成２６年度永平寺町一般会計補正予算について

第 ４ 議案第 ２号 平成２６年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予

算について

第 ５ 議案第 ３号 平成２６年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算

について

第 ６ 議案第 ４号 平成２６年度永平寺町介護保険特別会計補正予算につい

て

第 ７ 議案第 ５号 平成２６年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算につ

いて

第 ８ 議案第 ６号 平成２６年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予

算について

第 ９ 議案第 ７号 平成２６年度永平寺町上水道事業会計補正予算について

第１０ 議案第 ８号 平成２７年度永平寺町一般会計予算について

第１１ 議案第 ９号 平成２７年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて

第１２ 議案第１０号 平成２７年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予算につ

いて

第１３ 議案第１１号 平成２７年度永平寺町介護保険特別会計予算について

第１４ 議案第１２号 平成２７年度永平寺町下水道事業特別会計予算について

第１５ 議案第１３号 平成２７年度永平寺町農業集落排水事業特別会計予算に

ついて

第１６ 議案第１４号 平成２７年度永平寺町上水道事業会計予算について

第１７ 議案第１５号 永平寺町行政組織条例等の一部を改正する条例の制定に
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ついて

第１８ 議案第１６号 永平寺町行政手続条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

第１９ 議案第１７号 永平寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制

定について

第２０ 議案第１８号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一部改正

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について

第２１ 議案第１９号 永平寺町河川公園条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

第２２ 議案第２０号 永平寺町障害程度区分判定審査会に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

第２３ 議案第２１号 永平寺町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて

第２４ 議案第２２号 永平寺町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並び

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について

第２５ 議案第２３号 永平寺町地域包括支援センターの人員及び運営に関する

基準を定める条例の制定について

第２６ 議案第２４号 永平寺町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条

例の制定について

第２７ 議案第２５号 永平寺町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の一部を改正する条例の制定について

第２８ 議案第２６号 永平寺町空き家等の適正管理に関する条例の制定につい

て

第２９ 議案第２７号 永平寺町下水道条例の一部を改正する条例の制定につい

て

第３０ 議案第２８号 福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変更について

第３１ 議案第２９号 町道の認定について

第３２ 議案第３０号 町道の認定変更について



－3－

第３３ 議案第３１号 工事請負変更契約の締結について

２ 会議に付した事件

議事日程のとおり

３ 出席議員（１８名）

１番 上 坂 久 則 君

２番 滝 波 登喜男 君

３番 長谷川 治 人 君

４番 朝 井 征一郎 君

５番 酒 井 要 君

６番 江 守 勲 君

７番 小 畑 傅 君

８番 上 田 誠 君

９番 金 元 直 栄 君

１０番 樂 間 薫 君

１１番 齋 藤 則 男 君

１２番 伊 藤 博 夫 君

１３番 奥 野 正 司 君

１４番 中 村 勘太郎 君

１５番 川 治 孝 行 君

１６番 長 岡 千惠子 君

１７番 多 田 憲 治 君

１８番 川 崎 直 文 君

４ 欠席議員（０名）

５ 永平寺町議会に説明のため出席したものの職、氏名

町 長 河 合 永 充 君

副 町 長 平 野 信 二 君

教 育 長 宮 崎 義 幸 君

消 防 長 竹 内 貞 美 君



－4－

総 務 課 長 山 下 誠 君

企 画 財 政 課 長 山 口 真 君

会 計 課 長 清 水 和 子 君

税 務 課 長 帰 山 英 孝 君

住 民 生 活 課 長 野 﨑 俊 也 君

福 祉 保 健 課 長 森 近 秀 之 君

子 育 て 支 援 課 長 藤 永 裕 弘 君

農 林 課 長 小 林 良 一 君

商 工 観 光 課 長 川 上 昇 司 君

建 設 課 長 平 林 竜 一 君

上 下 水 道 課 長 太 喜 雅 美 君

永 平 寺 支 所 長 山 田 幸 稔 君

上 志 比 支 所 長 山 田 孝 明 君

学 校 教 育 課 長 南 部 顕 浩 君

生 涯 学 習 課 長 長谷川 伸 君

６ 会議のために出席した職員

議 会 事 務 局 長 清 水 満 君

書 記 吉 川 貞 夫 君
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～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～・～

（午前１０時００分 開会）

～開 会 宣 告～

○議長（川崎直文君） 開会に当たりまして一言ご挨拶申し上げます。

去る２月１９日、町長より平成２７年第１回永平寺町議会定例会の招集告示が

され、早速ご案内を申し上げましたところ、各議員におかれましてはご健勝にて

一堂に会し、ここに本会議が開催できますこと心より厚くお礼申し上げます。

なお、本日傍聴に来庁されました皆様には、本町議会に関心を持たれています

こと、まことに喜ばしい限りであります。どうか傍聴の際は、傍聴心得を熟読さ

れ、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

本日の会議事件の説明者として、町長、副町長、教育長、消防長並びに各課の

出席を求めてあります。

次に、例月出納検査の結果が監査委員より提出されており、その写しを皆様の

お手元に配付してあります。これをもって報告にかえさせていただきます。

本日の議事日程は、会議規則第２１条の規定に基づき、皆様のお手元に配付し

てありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

ただいまの出席議員は１８名で定足数に達しております。

これより平成２７年第１回永平寺町議会定例会を開会します。

直ちに本日の会議を開きます。

～日程第１ 会議録署名議員の指名～

○議長（川崎直文君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、７番、小畑君、８番、

上田君を指名します。

～日程第２ 会期の決定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２、会期の決定の件を議題とします。

お諮りします。

本定例会の会期を、本日、２月２４日より３月１６日までの２１日間としたい

と思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。よって、本定例会の会期は、本日、２

月２４日より３月１６日までの２１日間と決定しました。

次に、町長より招集の挨拶を受けます。
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河合町長。

○町長（河合永充君） 本日ここに平成２７年第１回永平寺町議会定例会が開会され

るに当たり、町政運営に関する所信の一端を申し述べるとともに、今回ご提案い

たします議案等の概要についてご説明いたします。

私は、町長に就任してこの１年間、情熱を持って施策の推進に努めてまいりま

した。

地方創生なくして日本の将来はないと、国においては地方創生を最重要課題の

施策として位置づけ、強力に推進することとしています。

永平寺町においても平成２７年度は、地方創生元年の年として、永平寺町の将

来が活力ある、躍動感ある新しい時代にふさわしい町を創造するため、これまで

以上に情熱とスピード感を持って町政の推進を担ってまいりたいと存じますの

で、議員各位におかれましては、格別のご理解とご協力を賜りますようお願い申

し上げます。

地方創生の動きは、人口減少と東京一極集中の両問題の共通理解に地方再生テ

ーマを設定し、同時に、地域づくりは国の押しつけではなく、多様性を求めた地

方が、住みやすい地方、まちづくりに何が必要かが問われています。

国においては、まち・ひと・しごと創生本部を設置し、頑張る地方を積極的に

支援することとしています。

永平寺町においても、２７年度に永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略を

策定し、地方間の競争におくれることのないよう、スピード感を持って施策の推

進に当たりたいと考えております。

これからの時代は、これまでのような中央集権の画一的な施策の展開では地方

は生き残ることはできません。私は、現在そして将来にわたって永平寺町が町民

にとって住みやすいまち、活力あるまちとなるよう、永平寺町ならではの独自性、

特色あるまちづくりを展開していく所存であります。

そのためには、まず町民がまちづくりの主役となる仕組みづくりの展開を図ら

なければなりません。町民の声が町政に反映する仕組みづくりとして、２６年度

から永平寺町未来会議、スマイルミーティングを行い、まちづくりに対する忌憚

のない意見や町民目線での課題提起や施策の提案を多くいただきました。また、

地域の振興、活性化を図るため、地区ごとに公民館主事を３名配置しており、地

域住民の連携、地域と行政の連携をさらに強化していきたいと考えています。

強い永平寺町、永平寺町の創造には町民と協働するまちづくりが最も大事だと
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いうことを肝に銘じ、今後とも、人づくり、ボランティアの充実等、町民参画の

行政運営に努めてまいりたいと考えております。

福祉施策についてですが、福祉に優しいまちづくりの推進のため、福祉の拠点

である地域包括支援センターの機能強化を図ってまいります。社会福祉協議会と

連携し、町が責任を持って、ひとり暮らし、高齢者世帯への地域の支え合い活動

を推進し、高齢者が安心して暮らせる優しい福祉のまちの実現に向けて努力して

まいりたいと考えています。

教育についてですが、平成２７年度から教育委員会制度が改革され、新たに総

合教育会議が創設されることになります。この総合教育会議では、教育に関する

大綱を策定し、大綱に基づき、私と教育委員会がそれぞれ所管する事務を執行す

ることになっております。礼の心を大切にする永平寺町の教育をさらに確かなも

のとするために、教育委員会と連携して推進してまいりたいと考えております。

行財政改革についてですが、合併特例後の歳入減に備えた積極的な財政改革を

今後とも推進してまいります。

平成２７年度は合併して１０年目となりますが、合併による特例期間が過ぎ、

次年度以降、段階的に地方交付税が減額されることは承知のことと存じます。現

状では、自主財源が飛躍的に増加することは困難と考えます。このような中、将

来的に健全な財政運営を図るためには、事務事業評価の徹底と行政改革の推進に

よる経費の削減と歳入増の政策をバランスを持ってさまざまな観点から検討しな

ければならず、町民と行政が一体となって取り組んでいきたいと考えています。

さらに職員の意識改革を進めたいと考えています。地方創生の推進に当たり、

職員が担当業務だけではなく、永平寺町の将来を見据えたさまざまな考えを出し

て、役場が一体となって地方間の競争に生き残るようにしなければなりません。

町民の求めるもの、永平寺町にとって何が必要かアイデアを出し合い、連携し効

率よく施策の遂行に当たるよう、チーム永平寺町役場を進めていきます。役場の

ための役場ではなく、町民のための役場であることを忘れずに、職員とともに民

間感覚、町民目線の優しい行政運営を目指します。

それでは、今回ご提案している議案等の概要についてご説明申し上げます。

まず、一般会計補正予算の主なものについて申し上げます。

今回の補正予算は、国の補正予算に計上された地方への好循環拡大に向けた緊

急経済対策を盛り込んだものとなっております。

まず歳出から申し上げますと、緊急経済対策の地方創生先行型として、総務費
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において、永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業、永平寺町住まい

る定住応援事業、宅地造成適地調査事業、コミュニティバス再編検討調査事業、

永平寺町ＰＲ事業を、商工費において、県外観光誘客事業、外国人観光誘客事業

の７つの事業に取り組み、永平寺町創生に向けた今後５年間の戦略策定と定住促

進や観光誘客などにスピード感を持って対応していきたいと考えております。

次に、消費喚起・生活支援型として、商工費において、町内での消費喚起を図

るため、プレミアム商品券を発行する事業を実施してまいります。プレミアム率

は３０％で、１万２，０００セットの発行を予定しています。また、民生費にお

いて、町内のひとり親世帯、多子世帯の負担を軽減する割引クーポン券発行事業

もあわせて実施してまいります。さらに、商工費において、永平寺町商工会が行

う町内共通ポイントカードの消費拡大キャンペーンを支援し、ポイントカードの

普及拡大とプレミアム商品券期限終了後における消費喚起期間の継続に努めてい

きたいと考えています。

農林水産業費において、新規就農総合支援事業青年就農給付金として、人・農

地プランに位置づけられた４５歳未満の認定新規就農者に対し、就農意欲の喚起

と定着を目的とした給付をします。また、農業経営法人化等支援補助金として、

地域の中心となる経営体３組織に、法人化に要する必要な経費の一部を補助しま

す。

教育費において、学校施設における天井落下防止対策事業が補助事業に採択さ

れたため、町内４小学校の体育館のつり天井を撤去し、照明器具やバスケットボ

ールのゴール等、非構造部材の耐震化を行います。

以上、総額２億２，９５４万１，０００円を増額し、これらの財源となる歳入

では、普通交付税及び国庫支出金等の額の確定により財源が確保されたことから、

財政調整基金等の取り崩し額の戻し入れや合併特例債の減額で調整をしておりま

す。

次に、特別会計の補正予算について申し上げます。

国民健康保険事業特別会計では、一般給付費において、実績見込みにより不足

分を増額させていただき、退職被保険者等療養給付費及び高額療養費については、

支出減が見込まれるため減額しております。総額で７００万円減の補正でござい

ます。

後期高齢者医療特別会計では、保険料還付時にあわせて支払うべき還付加算金

を増額させていただいております。総額で２万２，０００円増の補正でございま
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す。

介護保険特別会計では、各サービスの実績見込みに伴い、総額で１，１３６万

円減の補正でございます。

下水道特別会計では、歳出の補正はございませんが、歳入で繰越金増により一

般会計繰入金を減額しております。

農業集落排水事業特別会計においては、福井土木事務所発注の南河内川大月橋

かけかえ工事が翌年度に繰り越されたことに伴い、関連する下水道工事費４６４

万円を減額するものです。

上水道事業会計においても同様に、南河内川大月橋かけかえ工事が翌年度に繰

り越されたことに伴い、関連する上水道工事費３８７万３，０００円を減額する

ものです。

以上、それぞれの特別会計の補正予算について概要を申し上げましたが、歳出

に見合う歳入についても所要の補正を講じております。

それでは、平成２７年度予算について申し上げます。

今回の予算編成に当たって、大型事業を控え、施設の改修、修繕等もしなけれ

ばならない中、将来そして限られた財源をいかに効率よく計画を持って配分する

かを十分検討させていただきました。

また、事業実施には効果を求めることが必要で、ヒアリングの中で事業の精査

を十分行うとともに、将来にわたって計画的な推進を図らなければならず、思い

つきで施策を展開してはならないという観点から、単年度の予算を編成すること

ではなく、後年度へ施策がつながるような思いで予算を編成した次第であります。

さらに、議会よりいただいた事務事業評価意見書についても、評価の方向性に沿

って予算の編成をいたしました。

それでは、一般会計より申し上げます。

歳入歳出予算の総額は、経常的経費並びに新消防庁舎建設事業、消防救急デジ

タル無線・高機能消防指令センター総合整備事業、小中学校施設空調設置事業、

観光まちなみ魅力アップ事業、ふるさと創造プロジェクト事業、松岡公園整備事

業、道の駅整備事業等の大型継続事業及び福祉、教育など住民生活に密接にかか

わるものについて予算化し、円滑な事業の実施に努めることを基本とした結果、

平成２７年度一般会計の当初予算の規模は９７億１，８０８万７，０００円とな

りました。

まず、歳出予算の主なものについて申し上げます。
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総務費におきましては、地方公会計の統一的な基準に基づく財務書類作成の前

提となる固定資産台帳整備業務委託料を計上したほか、気象情報等の防災情報を

入力して、こしの国ケーブルテレビの行政チャンネル及びコミュニティチャンネ

ル画面に表示する文字スーパーを数分置きに点滅させるシステムを構築し、防災

体制の強化を図ってまいります。

また、地域独自の全国に誇れる食や歴史、文化、なりわいなどの地域の光と、

これらを次世代につなぐための地域活動の場が融合した、生きた地域の魅力が息

づくにぎわいの拠点づくりを行うため、ふるさと創造プロジェクト実施設計を行

ってまいります。

ふるさと納税についてですが、永平寺町へのふるさと納税のリピーターをふや

すため、商工会やＪＡ吉田郡等からブラッシュアップした特産品を選定してもら

い、地元商品の販路拡大と地元の活性化に向けた取り組みを、ふるさと納税制度

を活用して行ってまいります。

また、町税の収納率向上のため、町内主要小売店で、町税の納め忘れを注意喚

起するチラシと粗品の配布を行い、納期内納税を広く町民にアピールしていきま

す。

選挙費では、４月の知事・県議会議員選挙費を計上しております。

次に、民生費について申し上げます。

国は、本年度も消費税率引き上げの影響等を踏まえ、低所得者や子育て世帯へ

の影響を緩和するための臨時特例的な臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付

金を支給するとしており、町においても継続して申請・支給手続事務を行ってま

いります。

また、若者に出会いの場を提供し、結婚のチャンスをつかんでもらうことを目

的として行う若者出会い交流事業を拡充し、子育て・少子化対策の推進を図って

まいります。

介護予防対策として、認知症の早期発見を図るため、健康チェックリストの結

果から認知症の疑いのある人に対して医療機関での検診を受けるよう勧奨通知を

行う等、高齢者福祉の充実を図ってまいります。

衛生費におきましては、各種がん検診、インフルエンザ等の予防接種、肺炎球

菌のワクチン接種などの助成、妊婦・乳児健診などを行い、環境対策については、

本年度整備完了予定の道の駅に、電気自動車の早期普及のために必要な充電設備

を設置し、二酸化炭素の排出削減の推進と道の駅への誘客を図ってまいります。



－11－

農林水産業費について申し上げます。

農業の多面的機能の維持、発揮のための地域活動や営農活動を支援する多面的

機能支払交付金事業や、農地の集積化を進めるための農地中間管理事業の拡充を

図り、また地域振興作物、推奨作物の消費拡大及び面積の拡大、栽培技術の向上、

６次産業化等に取り組む農家への支援を行い、農業、産業の振興に努めます。ま

た、アユ、サクラマスの資源の増殖を図る九頭竜川中部種苗中間育成施設整備に

係る費用の一部を支援し、内水面漁業の充実を図ってまいります。

商工費について申し上げます。

自社製品のブランド化や販路拡大に向け、町内中小企業が開発した製品や技術

等について、県外での商談会等への出展経費の一部を支援し、商工業の振興を図

ってまいります。

観光の振興については、総務省が推進する地域おこし協力隊を活用して、都市

圏の若者を町嘱託職員として採用し、町観光物産協会に配属し、観光情報発信や

誘客のための企画実施、海外観光客向けのインバウンド対策等を行ってまいりま

す。また、観光まちなみ魅力アップ事業においては、観光客の滞在時間の延長や

リピーター客の確保に向けて、町道整備など永平寺門前の散策環境を整えてまい

ります。

土木費について申し上げます。

道路の整備について、安心で安全な歩行空間づくりのため、特に小中学校及び

専門学校の通学路で交通量の多い新領家橋に歩道橋を新設し、交通事故を防止し

てまいります。また、老朽化する道路橋を劣化損傷から予防保全し、ライフサイ

クルコストの低減及び橋梁の長寿命化を図るため、橋梁定期点検業務を行ってま

いります。また、小型ロータリー除雪車を購入し、狭隘道路や歩道の除雪体制を

強化してまいります。

道の駅整備につきましては、地域の活性化と観光交流の拠点づくりに必要な地

域振興施設の建設に取り組んでまいります。

消防費について申し上げます。

住民が安心して暮らせるまちづくりを目指し、消防の一元化を図るための新消

防庁舎建設、消防救急無線デジタル化及び高機能消防指令センターの一体化整備

を継続して行い、消防・救急体制の強化を図ってまいります。

最後に、教育費について申し上げます。

子育て世代の保護者の教育費の軽減を図るため、大学等の進学のために金融機
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関から借り入れる教育資金の利子の一部を支援します。また、各小中学校の普通

教室等に冷暖房設備を設置し快適な学習環境を整え、児童生徒の学力向上に努め

てまいります。

以上、新年度予算における主要事業について申し上げましたが、福祉、教育を

初め、住民生活に密接にかかわるものばかりでございますので、円滑な事業の実

施に努めることを基本としたいと考えております。

これに見合う歳入予算につきましては、確実に収入が見込まれる町税１８億９，

６０７万９，０００円、地方交付税３６億６，０００万円、国庫支出金６億７，

７５４万２，０００円、県支出金７億７，７０３万５，０００円を計上するとと

もに、地方債の借り入れと財政調整基金等を一部取り崩して措置することとしま

した。

次に、国民健康保険事業特別会計について申し上げます。

近年の医療の高度化に伴い、一般被保険者に係る療養給付費や高額療養費の増

額が見込まれ、近い将来において財源不足が危惧されているため、今後の事業会

計の安定した運営を図るために、本年度に税率改定を行い、必要な財源を確保し

てまいりたいと考えております。歳入歳出総額は２０億８，２３３万２，０００

円となっております。

後期高齢者医療特別会計について申し上げます。

後期高齢者医療制度は７５歳以上の高齢者を対象とした制度で、制度運営は都

道府県ごとに設置され、県内の全市町で構成される福井県後期高齢者医療広域連

合が保険者の役割を果たし、市町と事務を分担しながら制度の運営を行っていま

す。歳入歳出予算は、主に保険料に相当する額として１億９，９８７万３，００

０円を計上しております。

介護保険特別会計について申し上げます。

平成３７年度を見据えた第６期介護保険事業計画の初年度としての予算を計上

しました。その計画の重要要件である地域包括ケアシステムの構築と費用負担の

公平化に資するため、本年度から低所得者の保険料の軽減を図りました。歳入歳

出予算は総額１７億８，３８２万７，０００円を計上しております。

次に、下水道事業特別会計について申し上げます。

昭和５５年の供用開始から３５年が経過し老朽化が著しい志比浄化センターを

廃止し、志比地区の汚水を中央浄化センターに流入させ、施設の統合により下水

道事業の合理化を図るための変更認可及び永平寺町公共下水道事業の全体計画を
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策定する業務委託を行ってまいります。歳入歳出予算は総額６億８，７７２万７，

０００円を計上しております。

農業集落排水事業特別会計について申し上げます。

公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上等にさらに的確に取り組

むため、公営企業会計への移行に向けた下水道資産台帳作成業務委託を行ってま

いります。歳入歳出予算は総額２億１，４３２万１，０００円を計上しておりま

す。

最後に、上水道事業会計について申し上げます。

安全で安定した水道水の供給維持を図るため、永平寺地区の配水池の耐震診断

を行ってまいります。

上水道事業会計の予算は、収益的収入が３億９，０６７万７，０００円、収益

的支出が３億７，６２０万３，０００円、資本的収入が５，５８６万１，０００

円、資本的支出が２億２，８３９万８，０００円となっております。

そのほか、本定例会に提案しておりますのは、条例の制定及び一部改正が１３

件、組合規約の変更が１件、町道の認定等２件、工事請負変更契約の締結につい

てをお願いしています。さらに人事案件として、教育委員会委員、固定資産評価

審査会委員、人権擁護委員候補者についてもお願いするものであります。

以上、町政に対する所信と本定例会に提出する議案等について申し上げました

が、上程の都度、詳細にご説明いたしますので、何とぞ慎重にご審議いただき、

妥当なご決議を賜りますようお願いいたします。

地方創生の時代に突入し、永平寺町が将来にわたって町民が安心して生活して

いくことにつながるよう、大胆な発想のもと、多くの情報を得た上で判断、行動

し、町民の皆様とともに新しい時代の活力ある永平寺町をつくることを目指しま

す。

議員の皆様におかれましては、永平寺町創生のためにさらなるご支援を賜りま

すようお願いいたしまして、開会のご挨拶といたします。

よろしくお願いします。

～日程第３ 議案第１号 平成２６年度永平寺町一般会計補正予算について～

～日程第４ 議案第２号 平成２６年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正

予算について～

～日程第５ 議案第３号 平成２６年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予

算について～
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～日程第６ 議案第４号 平成２６年度永平寺町介護保険特別会計補正予算につ

いて～

～日程第７ 議案第５号 平成２６年度永平寺町下水道事業特別会計補正予算に

ついて～

～日程第８ 議案第６号 平成２６年度永平寺町農業集落排水事業特別会計補正

予算について～

～日程第９ 議案第７号 平成２６年度永平寺町上水道事業会計補正予算につい

て～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第３、議案第１号、平成２６年度永平寺町一般会

計補正予算についてから日程第９、議案第７号、平成２６年度永平寺町上水道事

業会計補正予算についてまでの７件を一括議題とします。これにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、日程第３、議案第１号、平成２６年度永平寺町一般会計補正予算につ

いてから日程第９、議案第７号、平成２６年度永平寺町上水道事業会計補正予算

についてまでの７件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） 一括上程されました議案第１号、平成２６年度永平寺町一般

会計補正予算についてから議案第７号、永平寺町上水道事業会計補正予算につい

てまでの提案のご説明を申し上げます。

まず、議案第１号、平成２６年度永平寺町一般会計補正予算について申し上げ

ます。

今回の補正予算は、緊急経済対策や学校施設受電設備設置など総額で２億２，

９５４万１，０００円の増額補正をお願いするものです。

次に、議案第２号から第７号の特別会計と公営企業会計予算について申し上げ

ます。

議案第２号、永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算については、一般被

保険者療養給付費の不足と退職被保険者等療養給付費及び退職被保険者等高額療

養費の支出減が見込まれるため、合計で７００万円を減額するものであります。

議案第３号、永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算については、保険料還
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付時にあわせて支払うべき還付加算金２万２，０００円を追加するものでありま

す。

議案第４号、永平寺町介護保険特別会計補正予算については、介護予防サービ

ス等に係る経費の実績見込みに伴い、１，１３６万円を減額するものであります。

議案第５号、永平寺町下水道事業特別会計補正予算については、歳入歳出予算

の調整に伴い、歳入の一般会計繰入金を減額し前年度繰越金を増額するもので、

補正後の歳入歳出予算総額の変更はありません。

議案第６号、永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予算及び議案第７号、上

水道事業会計補正予算については、福井土木事務所発注工事が翌年度に繰り越し

されたことに伴い、南河内川の大月橋に添架する下水道管の仮設・本設配管詳細

設計業務と工事費４６４万円及び水道管の仮設・本設配管詳細設計業務と工事費

３８７万３，０００円を減額するものであります。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただきますよ

うお願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山口 真君） それでは、企画財政課長のほうから補足説明をさせ

ていただきます。

まず、議案第１号、平成２６年度永平寺町一般会計補正予算についてご説明を

申し上げます。

議案書の３ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に２億２，９５４万１，０００円を追加

して、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９６億３，９８８万２，０００円

とお願いするものでございます。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、４ページから６ページにかけての第１表、歳入歳出

予算補正によるところでございます。

第２条の翌年度へ繰り越して行う事業については、７ページの第２表、繰越明

許費のとおりで、款２総務費のコミュニティバス再編検討事業から款１０教育費

の上志比西プール境界復元業務まで２０事業、８億９，９９３万８，０００円を

平成２７年度へ繰り越すものでございます。なお、この中には、国の補正予算で

計上されました地域住民生活等緊急支援交付金事業に係る１０事業が含まれてお
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ります。

第３条の地方債の補正については、８ページの第３表、地方債補正のとおりで、

臨時財政対策債については３億６，０００万円から３億７，５００万円とし、合

併特例債については１０億４，４００万円から９億５，８００万円に減額するも

のでございます。

それでは初めに、歳出の主なものについてご説明申し上げます。

１５ページをお願いします。

款２総務費、目１一般管理費の給料６７万２，０００円及び共済費３８３万８，

０００円は、１月の異動によります職員給与等の科目変更と勧奨退職者１名によ

る特別負担金の増額によるものでございます。

同じく委託料のコミュニティバス再編検討業務委託料３４２万３，０００円は、

コミュニティバスの利用実態やアンケート結果を分析し、既存公共交通機関との

調和のとれた運行計画を検討するため、再編業務委託料を計上するものでござい

ます。

後段の目５企画費、委託料の永平寺町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定基

礎調査業務委託料９２１万３，０００円は、永平寺町の人口の現状と将来の展望

いわゆる地方人口ビジョンを作成し、それを踏まえる形で、平成２７年度から５

カ年間の総合戦略策定に係る基礎調査の委託料でございます。

また、人口の維持、定住の促進を目的に宅地造成を進めるために、その適地を

調査する宅地造成適地調査業務委託料１７０万円、テレビコマーシャルを制作し、

定住促進や観光誘客を図ることを目的とした永平寺町ＰＲテレビスポット制作業

務委託料１００万円、また負担金補助及び交付金では、定住人口の増加を図ると

ともに地域の活性化に資するために、若年者の住宅取得にかかる経費及び子育て

経費の一部を助成する永平寺町住まいる定住応援事業補助金７００万円、これら

は地域住民生活等緊急支援交付金の地方創生先行型事業として予算化するもの

で、地方が直面する構造的な課題への実効ある取り組みを通じて地方の活性化を

促すものとして、平成２７年度に予算を繰り越して取り組むこととしております。

１６ページをお願いします。

目２賦課徴収費、償還金利子及び割引料５９８万円は、株式譲渡割控除額等の

還付実績等による不足分及び平成２１年度以降の本税還付金に係る加算金による

ものでございます。

後段の款３民生費、目３心身障害者福祉費、扶助費の介護給付費、訓練等給付
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費１，４５０万円及び自立支援医療事業における給付費３００万円は、居宅介護、

重度訪問介護、施設入所支援等に対する給付人数及び給付額の増によるものでご

ざいます。

１７ページをお願いします。

目５後期高齢者医療費、負担金補助及び交付金の２，１２７万７，０００円の

減額は、後期高齢者医療広域連合納付金の額の確定に伴い、納付金の減額分を計

上するものでございます。

後段の目５子育て支援事業費８３万４，０００円は、プレミアム商品券発行事

業に伴い、多子世帯及びひとり親世帯の負担軽減のため、商品券購入に係る費用

の一部を補助する割引クーポン券発行に伴う事業費を計上するものでございま

す。なお、この事業は、地域住民生活等緊急支援交付金の消費喚起・生活支援型

事業として、平成２７年度に予算を繰り越して取り組むこととしております。

１８ページをお願いします。

款６農林水産業費、目３農業振興費、新規就農総合支援事業青年就農給付金１

５０万円は、就農初期の農業経営が不安定な新規就農者に対し、就農意欲の喚起

と定着を目的とした給付金で、政府の経済対策の一環として平成２７年度分を前

倒しして給付するものでございます。同じく農業経営法人化等支援補助金１５０

万円は、農業経営の法人化及び就農経営の組織化支援のための補助金を計上する

ものでございます。いずれも、全額、県の補助によるものでございます。

１９ページをお願いします。

款７商工費、目２商工振興費、プレミアム商品券発行事業補助金４，１００万

円は、永平寺町内での消費喚起を図るため、プレミアム率３０％の商品券を１万

２，０００セット発行するものでございます。また、ポイントカード消費拡大キ

ャンペーン事業補助金９００万円は、町内小売店が取り組むポイントカード制度

の導入を支援するとともに、その利用を促進し町内小売店舗の消費拡大を図るた

め、一定期間のポイント付与割増しキャンペーンを実施するものでございます。

いずれの事業も実施主体は永平寺町商工会とし、地域住民生活等緊急支援交付金

の消費喚起・生活支援型事業として、平成２７年度に予算を繰り越して取り組む

こととしております。

目３観光費９６６万円は、北陸新幹線金沢開業、舞鶴若狭自動車道の全線開通、

今後控える福井国体を契機として県外への観光ＰＲ活動を展開する県外観光誘客

事業及び外国人観光誘客への取り組みを強化するとともに、平成２７年度、イタ
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リア・ミラノで開催されるミラノ国際博覧会日本館において福井県出展に参加し、

永平寺町の魅力を世界に発信する外国人観光誘客事業に係る経費でございます。

いずれの事業も地域住民生活等緊急支援交付金の地方創生先行型事業として、翌

年度に予算を繰り越して取り組むこととしております。

２０ページをお願いします。

款８土木費、目１土木総務費の職員手当等１７０万９，０００円及び目２道路

橋梁維持費の除雪委託料５，７３８万８，０００円は、除雪出動回数の増に伴い

不足する除雪費用を計上するものでございます。

２１ページをお願いします。

款１０教育費、目１学校管理費の小学校非構造部材耐震化工事監理委託料１１

２万４，０００円及び同工事費６，９１０万５，０００円は、御陵小学校ほか３

校の体育館のつり天井撤去を行う事業で、国の学校環境改善交付金の交付決定が

ありましたので予算を計上させていただき、平成２７年度に繰り越して取り組む

こととしております。

後段の目２教育振興費、学校体育・文化事業補助金３２万３，０００円は、上

志比中学校の生徒が青森県大鰐町で開催される第５２回全国中学校スキーアルペ

ン競技大会と長野県松本市で開催される第２７回中部日本個人・重奏コンテスト

本大会に出場するため、学校体育・文化事業補助金交付基準に基づいて、交通費、

宿泊費に係る経費の一部を予算化するものでございます。

次に、これらの財源となります歳入の主なものについてご説明いたします。

戻りまして、１１ページをお願いします。

款１町税、項１町民税、目１個人の現年課税分３，６００万円は、退職所得等

の増及び収納率の向上により増額するものでございます。

同じく目２法人の現年課税分２，０００万円は、景気の底打ち脱却による法人

税割の増によるものでございます。

同じく項２固定資産税の現年課税分６００万円は、非構造家屋等の新築減によ

る家屋分５００万円の減額と新規設備投資の増による償却資産分１，１００万円

の増額によるものでございます。

同じく項４市町村たばこ税、現年課税分１，０００万円の減額は、禁煙者の増

や分煙の推進によるものでございます。

款９地方交付税、普通交付税２億３，８５０万６，０００円は、平成２６年度

の普通交付税の交付額が確定しましたので、増額分を計上するものでございます。
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１２ページをお願いします。

款１３国庫支出金、目１総務費国庫補助金、がんばる地域交付金３，４６７万

４，０００円は、平成２５年１２月５日に閣議決定された好循環実現のための経

済対策による公共事業等の追加に伴う地方負担の軽減を図り、事業を円滑に実施

することを目的とした交付金の確定額を計上するものでございます。

同じく地域住民生活等緊急支援交付金７，２００万円は、地方において経済の

脆弱な部分に的を絞り、かつスピード感を持って対応することで経済の好循環を

確かなものにするための緊急支援交付金を計上するもので、その目的により地方

創生先行型交付金と消費喚起・生活支援型交付金となっております。

同じく目５教育費国庫補助金、学校施設環境改善交付金２，３０３万３，００

０円は、小学校非構造部材耐震化工事に係る国庫補助金を計上するものでござい

ます。

１３ページをお願いします。

款１４県支出金、目５商工費県補助金、プレミアム商品券発行支援事業補助金

１，０８３万７，０００円は、地域住民生活等緊急支援交付金、消費喚起・生活

支援型事業の県補助金を計上するものでございます。

款１６寄附金、ふるさと納税９８万１，０００円は、今年度のふるさと納税１

５件分を予算化するものでございます。

款１７繰入金、目１財政調整基金繰入金１億９，０００万円の減額は、他の一

般財源が見込まれるため、当初取り崩すこととしていた額の一部を減額するもの

でございます。

同じくふるさと創生基金繰入金３，４００万円の減額は、他の一般財源が見込

まれるため、当初取り崩すこととしていた額の全額を減額するものでございます。

１４ページをお願いします。

款１８繰越金、前年度繰越金１，６１２万９，０００円は、３月補正の財源と

して平成２５年度からの純繰越金を予算化するものでございます。

款２０町債、臨時財政対策債１，５００万円は、今年度の発行限度額が確定い

たしましたので、増額分を計上するものでございます。

同じく合併特例債８，６００万円の減額は、他の一般財源が見込まれるため、

合併特例債の一部を減額するものでございます。

同じく全国防災事業債４，６００万円は、小学校非構造部材耐震化工事の財源

として借り入れるものでございます。充当率は１００％、元利償還金の８０％が
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交付税の基準財政需要額に算定されるものでございます。

以上、議案第１号、平成２６年度永平寺町一般会計補正予算についての説明と

させていただきます。

続きまして、議案第２号、永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算につい

てご説明申し上げます。

議案書の２５ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に７００万円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１８億７，１０４万１，０００円とお願いするものでご

ざいます。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、２６ページから２７ページの第１表、歳入歳出予算

補正によるところでございます。

それでは初めに、歳出についてご説明申し上げます。

３２ページをお願いします。

款２保険給付費、一般被保険者療養給付費４，５００万円は、一般被保険者療

養給付費の不足が見込まれるため、不足分を計上するものでございます。また、

退職被保険者等療養給付費４，０００万円の減及び退職被保険者等高額療養費１，

２００万円の減は、それぞれ支出の減が見込まれるため、減額分を計上するもの

でございます。なお、これらに対応する財源につきましては、退職被保険者等療

養給付費交付金４，０００万円の減及び繰越金４，２８９万３，０００円などで

ございます。

以上、議案第２号、平成２６年度永平寺町国民健康保険事業特別会計補正予算

の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第３号、永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算について

ご説明申し上げます。

議案書の３５ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に２万２，０００円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１億９，９２２万９，０００円とお願いするもの

でございます。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、３６ページの第１表、歳入歳出予算補正によるとこ

ろでございます。
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３９ページをお願いします。

歳出では、款３諸支出金、還付加算金２万２，０００円は、保険料還付時にあ

わせて支払うべき還付加算金を平成２２年度の制度開始以降執行されず、さかの

ぼって支払う必要があるため、必要額を計上するものでございます。財源につき

ましては、３８ページの歳入のとおり、一般会計からの事務費繰入金を計上する

ものでございます。

以上、議案第３号、平成２６年度永平寺町後期高齢者医療特別会計補正予算の

説明とさせていただきます。

続きまして、議案第４号、永平寺町介護保険特別会計補正予算についてご説明

申し上げます。

予算書の４２ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に１，１３６万円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１７億６，５０８万５，０００円とお願いするもの

でございます。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、４３ページから４４ページまでの第１表、歳入歳出

予算補正によるところでございます。

それでは初めに、歳出についてご説明申し上げます。

４８ページをお願いします。

款２保険給付費では、居宅介護サービス給付費１，０００万円の減、地域密着

型サービス給付費５００万円の増、施設介護サービス給付費１，５００万円の減

など各種給付費において、実績及び見込みにより増額、減額分をそれぞれ計上す

るものでございます。

５１ページをお願いします。

款５諸支出金、第１号被保険者保険料還付金１１１万７，０００円は、過年度

分における還付未払金を返還するために増額分を計上するものでございます。

戻りまして、４６ページの歳入についてご説明申し上げます。

款１保険料、介護保険料３５９万９，０００円は、財政調整交付金の算定額が

減となったことから、保険料にて必要額分を予算化するものでございます。

そのほか、介護給付費の減に伴い国庫支出金、支払基金交付金、県支出金など

を減額するものでございます。

以上、議案第４号、永平寺町介護保険特別会計補正予算の説明とさせていただ
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きます。

続きまして、議案第５号、永平寺町下水道事業特別会計補正予算についてご説

明申し上げます。

予算書の５４ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並

びに補正後の歳入歳出予算の金額については、５５ページの第１表、歳入歳出予

算補正によるところでございます。

５７ページをお願いします。

下水道事業特別会計補正予算につきましては歳入のみの補正でございまして、

前年度繰越金の額が確定いたしましたので、７４５万５，０００円を予算化し、

一般会計繰入金を同額減額するものでございます。

したがいまして、補正後の歳入歳出予算総額は６億９，５４２万８，０００円

と変更はございません。

以上、議案第５号、永平寺町下水道事業特別会計補正予算の説明とさせていた

だきます。

続きまして、議案第６号、永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予算につい

てご説明申し上げます。

予算書の６１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額に４６４万円を減額し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２億４，７３６万１，０００円とお願いするものでござ

います。

歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額については、６２ページの第１表、歳入歳出予算補正によるとこ

ろでございます。

それでは初めに、歳出についてご説明申し上げます。

６５ページをお願いします。

後段の款２農業集落排水事業費、目１上志比地区農業集落排水建設費４６４万

円の減額は、県が行う大月橋かけかえ工事の実施が翌年に延期されたため、それ

に伴う南河内川下水道管仮設・本設工事もまた翌年に延期することとなり、設計

業務委託料及び工事請負費を減額するものでございます。

戻りまして、６４ページをお願いします。

歳入につきましては、款４繰越金、前年度繰越金２１７万３，０００円は、額
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が確定いたしましたので予算化するものでございます。

款５諸収入、目１受託事業収入３５１万６，０００円の減額は、先ほど申し上

げましたように、県の工事の実施が翌年に延期されたため、それに伴う工事補償

金を減額するものでございます。

以上、議案第６号、永平寺町農業集落排水事業特別会計補正予算の説明とさせ

ていただきます。

続きまして、議案第７号、永平寺町上水道事業会計補正予算についてご説明申

し上げます。

議案書の６８ページをお願いします。

第２条のとおり、資本的収入２５０万７，０００円を減額し、資本的収入の予

算総額を１億１，０７０万円とお願いするものでございます。また、資本的支出

においては３８７万３，０００円を減額し、資本的支出の予算総額を３億３，７

８９万円とお願いするものでございます。

なお、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２億２，７１９万円は、

過年度分損益勘定留保資金等で補塡するものとし、予算第４条本文括弧書き中の

２億２，８５５万６，０００円を２億２，７１９万円に改めるものでございます。

７０ページをお願いします。

県が行う大月橋かけかえ工事の実施が翌年に延期されたため、それに伴う水道

管の仮設・本設工事及び設計委託を翌年に延期することとなり、資本的収入では

補償費負担金を、資本的支出では設計委託料及び工事費を減額するものでござい

ます。

以上、議案第１号、平成２６年度永平寺町一般会計補正予算についてから議案

第７号、平成２６年度永平寺町上水道事業会計補正予算についてまでの提案理由

の説明とさせていただきます。

よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第３、議案第１号、平成２６年度永平寺町一般会計補正予算についてから

日程第９、議案第７号、平成２６年度永平寺町上水道事業会計補正予算について

までの７件を、会議規則第３９条第１項により、予算決算常任委員会に付託した
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いと思います。これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） よって、本件を予算決算常任委員会に付託することに決定し

ました。委員会におかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に

審査の結果を議長に提出くださいますようお願いします。

～日程第１０ 議案第 ８号 平成２７年度永平寺町一般会計予算について～

～日程第１１ 議案第 ９号 平成２７年度永平寺町国民健康保険事業特別会計

予算について～

～日程第１２ 議案第１０号 平成２７年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予

算について～

～日程第１３ 議案第１１号 平成２７年度永平寺町介護保険特別会計予算につ

いて～

～日程第１４ 議案第１２号 平成２７年度永平寺町下水道事業特別会計予算に

ついて～

～日程第１５ 議案第１３号 平成２７年度永平寺町農業集落排水事業特別会計

予算について～

～日程第１６ 議案第１４号 平成２７年度永平寺町上水道事業会計予算につい

て～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第１０、議案第８号、平成２７年度永平寺町一般

会計予算についてから日程第１６、議案第１４号、平成２７年度永平寺町上水道

事業会計予算についてまでの７件を一括議題とします。これにご異議ありません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、日程第１０、議案第８号、平成２７年度永平寺町一般会計予算につい

てから日程第１６、議案第１４号、平成２７年度永平寺町上水道事業会計予算に

ついてまでの７件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） 一括上程されました議案第８号、平成２７年度永平寺町一般

会計予算についてから議案第１４号、永平寺町上水道事業会計予算についてまで

の提案のご説明を申し上げます。
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まず、議案第８号、平成２７年度永平寺町一般会計予算について申し上げます。

新規の大型事業への取り組み等により、歳入歳出予算の総額は９７億１，８０

８万７，０００円となりました。これに見合う歳入につきましては、確実に収入

が見込まれる町税、地方交付税、国庫支出金、県支出金を計上するとともに、地

方債の借り入れと財政調整基金等を一部取り崩して措置することとしました。

次に、議案第９号から第１４号の特別会計と公営企業会計予算について申し上

げます。

まず、国民健康保険事業特別会計について申し上げます。

近年の医療制度に係る社会保障費の自然増に伴い、一般被保険者に係る療養給

付費や高額療養費の増が見込まれますが、安心して医療機関へ受診できるよう、

本年度から税率改正を行い、必要な財源を確保して事業会計の運営に努めました。

次に、介護保険事業会計について申し上げます。

第６期介護保険事業計画に示されている地域包括ケアシステムの構築と費用負

担の公平化に資するために保険料を改定するとともに、低所得者の保険料軽減を

図ることとしました。

そのほか、後期高齢者医療特別会計を初めとする５つの特別会計予算と公営企

業会計予算につきましては、それぞれの事業が円滑に執行できるよう適正な予算

を編成したところであります。

その結果、平成２７年度特別会計の予算総額は、５つの合計で４９億６，８０

８万円となり、上水道事業の企業会計は、収益的収入が３億９，０６７万７，０

００円、収益的支出が３億７，６２０万３，０００円、資本的収入が５，５８６

万１，０００円、資本的支出が２億２，８３９万８，０００円となった次第であ

ります。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただきますよ

うお願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 企画財政課長。

○企画財政課長（山口 真君） 企画財政課長から補足説明をさせていただきます。

初めに、平成２７年度の一般会計予算編成におきましては、第２次行政改革大

綱と総合振興計画を踏まえた重点施策を中心とする事業への効果的な財源配分や

効果的な事業の構築を進め、限られた財源の中で最大の行政効果があるよう、今

必要なサービスの充実と将来の活力あるまちづくりの推進に向けて予算編成を行
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っております。

平成２７年度当初予算では、子育て、教育、福祉の充実は言うまでもなく、防

災力の強化、観光振興の強化など、これまでの継続事業を含め重点的に取り組む

こととしております。また、人口減少対策、地方創生の視点から３月補正予算と

一体的に編成し、定住促進事業や観光誘客事業など、魅力と活力のある選ばれる

まちづくりの推進に向けて取り組むこととしております。

その結果、平成２７年度当初予算では、主な政策といたしまして、３１件の新

規事業、６件の拡大事業、２３件の継続事業に重点配分したところであります。

それでは、議案第８号、平成２７年度永平寺町一般会計予算についてご説明申

し上げます。

平成２７年度永平寺町一般会計予算の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９７億１，８０８

万７，０００円とお願いするもので、前年度の当初予算は義務的経費を中心とし

た骨格予算でございましたが、比較しますと１８億７，０１８万７，０００円の

増額、率にして２３．８％の増でございます。本格計上となりました６月補正時

と比較しますと７億３，４８８万２，０００円の増額、率にして６．２％の増で

ございます。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページから

６ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条、地方債については、７ページの第２表、地方債によるところでござい

ます。

第３条、一時借入金については、借入額の最高額は５億円と定めております。

それでは、８ページ、９ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申

し上げます。

初めに、８ページの歳入についてご説明申し上げます。あわせて、１０ページ

から２７ページの歳入をご参照いただきたいと思います。

款１町税１８億９，６０７万９，０００円については、個人町民税及び法人税、

固定資産税、市町村たばこ税などで、前年度と比較して３，１４５万２，０００

円の減額、率にして１．６％の減であります。要因として、町民税につきまして

は、企業収益の回復に伴う法人税割の増額１，６７０万円等により、町民税全体

としては９億７３０万１，０００円を見込み、前年度と比較して８３２万円の増

額、率にして０．２％の増でありますが、固定資産税については、家屋の評価替



－27－

え、地価の下落により８億４，５１５万２，０００円で、前年度と比較して２，

８４０万３，０００円の減額、市町村たばこ税については、禁煙者の増、分煙の

推進等により９６１万円で、前年度と比較して１，５５０万円の減額が主な要因

であります。

次に、款６地方消費税交付金３億４，０００万円は、消費税率引き上げに伴う

交付金の増額により、前年度と比較して１億３，２００万円の増額、率にして６

３．５％の増であります。なお、引き上げ分の消費税交付金は社会保障財源とし

て充当することとしております。

次に、款９地方交付税３６億６，０００万円については、普通交付税及び特別

交付税ともに国の地方財政計画を考慮して、前年度と同額を見込んでおります。

次に、款１３国庫支出金６億７，７５４万２，０００円については、前年度と

比較して２億１，２０７万円の増額となっております。これは、前年度当初予算

が骨格予算であったため主要事業が計上されていなかったことや、介護給付費の

増に伴う国庫負担金の増、道路整備事業費及び観光まちなみ魅力アップ事業費の

増に伴う社会資本整備総合交付金の増額が主な要因であります。

次に、款１４県支出金７億７，７０３万５，０００円については、前年度と比

較して３億７，６２０万２，０００円の増額となっております。これもまた前年

度当初予算が骨格予算であったため主要事業が計上されていなかったことや、内

水面環境活用総合対策事業補助金１億５，２８８万７，０００円の皆増、多面的

機能支払交付金５，４４９万８，０００円の増などが主な要因となっております。

次に、款１７繰入金３億９２万３，０００円については、前年度と比較して２

億７，８４５万１，０００円の増額となっております。これもまた前年度当初予

算が骨格予算であったため主要事業が計上されていなかったことによるもので、

財政調整基金繰入金２億５，０００万円、ふるさと創生基金３，７５０万円の増

額が主な要因であります。

次に、款２０町債１４億１，３８８万円については、前年度と比較して８億５，

０８８万円の増額となっております。これもまた前年度当初予算が骨格予算であ

ったため主要事業が計上されていなかったことによるもので、臨時財政対策債は

３，０００万円の減額となったものの、合併特例債で新消防庁舎建設工事費や学

校施設空調設備設置工事費等の充当対象事業費が増額したことや、小型動力消防

ポンプ自動車・救助資機材付積載車購入費に充当する緊急防災・減災事業債１，

１８８万円が新たに増額したことが主な要因であります。
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以上が歳入の主なものであります。

続きまして、９ページの歳出についてご説明申し上げます。

説明については、各項目について、増減の主な要因及び新規事業及び拡充事業

などについてご説明申し上げます。

款１議会費１億１，９１３万５，０００円については、前年度と比較して１，

１２９万８，０００円の増額、率にして１０．５％の増であります。増額の要因

としましては、前年度欠員がありました議員数が戻りましたことから、議員報酬、

手当、共済費の増額が主な要因であります。

次に、款２総務費１２億２，４５３万６，０００円については、前年度と比較

して８，８６６万８，０００円の減額、率にして６．８％の減であります。減額

の要因としましては、本庁舎耐震補強工事１億８，４９１万円の減によるところ

でございます。

主な事業としましては、まず新規事業として、平成２９年度までに、全ての地

方公共団体において統一的な基準による財務書類を作成することを求められてお

り、町の資産価値を算出し、財務書類を作成するために必要な台帳整備を行う固

定資産台帳整備業務委託料２，１９９万７，０００円を計上しております。また、

自主防災組織強化事業１５１万６，０００円を計上し、地区における自主防災活

動を活性化するために、自主防災組織の代表者が中心となり継続的に活動ができ

るよう組織体制の強化を図るために代表者に対する報償費を創設するものでござ

います。また、こしの国ケーブルテレビ連動改修事業１９９万８，０００円を計

上し、気象情報等の防災情報をこしの国ケーブルテレビ行政チャンネル及びコミ

ュニティチャンネル画面に表示する文字スーパーを数分置きに点滅させるシステ

ムを構築するものでございます。

次に、拡充事業として、ふるさと納税事業９６万２，０００円を計上し、永平

寺町へのふるさと納税のリピーターをふやすため、商工会やＪＡ吉田郡等からブ

ラッシュアップした特産品を選定してもらい、地元商品の販路拡大に向けた取り

組みをふるさと納税制度を活用していくとしております。

次に、継続事業として、防災行政無線整備工事３，２５５万５，０００円を計

上し、災害発生時における避難誘導や減災に向けての情報伝達を迅速に行うため、

御陵地区１０カ所に防災行政無線の再送信子局、屋外拡声子局を整備することと

しています。また、ふるさと創造プロジェクト事業１，４８０万２，０００円を

計上し、県の事業採択を受けた「禅と食と酒の魅力味わいプロジェクト」事業の
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拠点施設整備の実施設計業務等に取り組むこととしています。

次に、款３民生費２５億１，１５０万７，０００円については、前年度と比較

して８，５９９万５，０００円の増額、率にして３．５％の増であります。増額

の要因としましては、国保会計への繰出金１，１１９万９，０００円の増、障害

者自立支援事業２，６８７万２，０００円の増、臨時福祉給付金事業２，３７９

万２，０００円の増が主なものでございます。なお、臨時福祉給付金事業は前年

度もありましたが、当初予算時では計上がなかったため増額要因となっておりま

す。

主な事業としましては、まず新規事業として、松岡西幼児園、志比南幼児園の

エアコン設置事業に２６３万円を計上し、快適な保育環境を保持するものでござ

います。また、放課後児童クラブ施設整備工事に１２５万２，０００円を計上し、

吉野地区コミュニティ消防センターに移転した吉野児童クラブの女子トイレを増

設するものでございます。また、まちづくりにおける町民参画の推進として、ボ

ランティア育成事業に８０万円を計上し、活発なボランティア活動が展開できる

ようボランティアセンターに団体の育成や個人の研修に関する事業を委託し、町

民の福祉の向上と互いに支え合い心の通い合う社会づくりを目指すものでござい

ます。

次に、この資料の２ページをごらんください。

拡充事業として、あずけて、安心子育て充実事業に１，７３４万９，０００円

を計上し、預かる対象を小学校６年生まで拡大するとともに、指導員を２名増員

するものでございます。

それから次に、継続事業として、臨時福祉給付金支給事業２，３７９万２，０

００円及び子育て世帯臨時特例給付金事業９３７万５，０００円を計上し、消費

税引き上げの影響を緩和するために低所得者や子育て世帯に対し、平成２６年度

に続き臨時給付金を支給するものでございます。

次に、款４衛生費４億９，６４４万７，０００円については、前年度と比較し

て１，３９０万３，０００円の増額、率にして２．９％の増であります。増額の

要因としましては、福井坂井地区広域事務組合の清掃センター負担金１，９０１

万円の増が主な要因となっております。

次に、主な事業としまして、７ページをお願いします。

新規事業として、次世代自動車充電インフラ整備事業に６８９万１，０００円

を計上し、電気自動車の早期普及と環境保全に対する啓発を目的に、今年度整備
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する道の駅に充電設備を設置し、道の駅への誘客にもつなげるものでございます。

次に、款５労働費４，２１５万８，０００円については、前年度と比較して１

万５，０００円の減額であります。

次に、款６農林水産業費７億３，３５９万７，０００円については、前年度と

比較して３億３，８１７万９，０００円の増額、率にして８５．８％の増であり

ます。増額の要因といたしましては、前年度当初予算が骨格予算であったため主

要事業が計上されていなかったことや、農地集積協力金５，０００万円の増、九

頭竜川中部種苗育成施設新設事業負担金１億７，４７２万９，０００円の増など

によるものでございます。

主な事業といたしましては、１１ページをごらんください。

新規事業として、九頭竜川中部種苗育成施設新設事業負担金１億７，４７２万

９，０００円を計上し、サケ、サクラマスの資源の増殖を図り、水産業の振興と

地域づくりに貢献するための施設整備に対する補助金で、産地水産業強化計画に

基づいて行われる種苗中間育成施設の整備に対し、その費用の一部を永平寺町が

取りまとめる形で支払うものでございます。

１２ページをお開きください。

また、地域振興作物・推奨作物支援事業に９０万円を計上し、町内で作付され

た地域振興作物・推奨作物の加工・ＰＲ・消費拡大事業に取り組む農家等に対し

支援することで、小規模でありながらも農産物の加工販売等の６次産業化に取り

組む農業者を支援するものでございます。

同じく１２ページの下段でございます。

拡充事業として、多面的機能支払交付金事業に７，２２０万４，０００円を計

上し、農業の多面的機能の維持、発揮のための地域活動や営農活動に対して支援

するものでございます。今年度より事務局が町におりてきたことや、取り組む集

落がふえたことにより増額となっております。

次に、継続事業として、農地中間管理事業に５，１４８万３，０００円を計上

し、農地の集積、集約化を進めるために、支援策として、農地の出し手は１０年

以上、農地中間管理機構に全農地を貸し付け、機構は担い手に転嫁するもので、

一定の要件を満たせば集積協力金等を支払うものでございます。

１３ページをお願いします。

また、水田農業構造改革対策補助金４，２８８万７，０００円を計上し、自給

率向上のために水稲作付以外の水田を利活用するとともに、安全、安心や環境に
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配慮した農産物生産の一環として、水田農業の構造改革に取り組む農業者に対し

て補助金を交付するものでございます。

次に、款７商工費３億７５５万８，０００円については、前年度と比較し１億

４，７１１万９，０００円の増額、率にして９１．７％の増であります。増額の

要因としましては、観光まちなみ魅力アップ事業１億４，９００万５，０００円

の増が主な要因でございます。

主な事業といたしまして、１３ページをお願いします。

新規事業として、地域おこし協力隊事業３０５万１，０００円を計上し、総務

省が推進する地域おこし協力隊を活用し、都市圏の若者１名を町嘱託職員として

採用し、町観光物産協会に配属させ観光の振興を図るものでございます。

１１ページをお願いします。

また、販路開拓支援事業補助金２５万円を計上し、自社製品のブランド化や販

路拡大に向け町内中小企業が開発した製品や技術等について、県外での商談会等

への出展等に係る経費の一部を補助するものでございます。

次に、拡充事業として、マル経融資利子補給事業に５３万６，０００円を計上

し、小規模事業者経営改善資金融資制度いわゆるマル経融資制度の活用を推進し、

小規模事業者の経営の安定や前向きな経営を支援するために利子補給の利率を拡

充するものでございます。

次に、１４ページをお願いします。

継続事業として、観光まちなみ魅力アップ事業に１億４，９００万５，０００

円を計上し、観光客の滞在時間の延長やリピーター客の確保に向けて、町道整備

など永平寺門前の散策環境を整え魅力アップを図るものでございます。

次に、款８土木費１１億８，１９７万７，０００円については、前年度と比較

して４億３８０万９，０００円の増額、率にして５１．９％の増であります。増

額の要因としましては、前年度当初予算が骨格予算であったため主要事業が計上

されていなかったことや、道の駅整備事業９，０８８万８，０００円の増、小型

ロータリー除雪車購入費２，６８８万４，０００円の増が主な要因でございます。

主な事業としましては、８ページをお願いします。

新規事業として、建築物耐震改修促進計画改定業務委託料３０２万３，０００

円を計上し、町内の建築物の耐震化を計画的に促進するため、耐震化を取り巻く

状況を整理し、住宅の耐震化率の推計及び分析を実施し、永平寺町における耐震

化促進の方針及び目標値を設定する永平寺町耐震改修促進計画の改定を行うもの
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でございます。

失礼しました。ただいまの事業、５ページに掲載されてございました。大変失

礼しました。

続いては、８ページでございます。

道路網の整備といたしまして、領家歩道橋架設工事１，７８０万円を計上し、

町道五領１１号線に架設された領家１号橋は幅員が狭く、車両と歩行者との交通

事故防止のため歩道橋を設置するものでございます。また、橋梁定期点検業務委

託料１，４６０万円を計上し、道路橋の状態を把握、診断し、必要な措置を特定

するために定期点検を実施し、事故防止と長寿命化を図るもので、平成２７年度

からの３カ年の事業として、初年度は６１キロを予定しております。また、小型

ロータリー除雪車購入費２，６８８万４，０００円を計上し、狭隘道路や歩道の

除雪体制を充実するものでございます。

次に、４ページをお願いします。

継続事業として、松岡公園整備工事５，９００万円を計上し、平成２６年度に

実施した松岡公園整備の全体計画の検証結果に基づき事業内容を精査し、多くの

町民が自然と親しむことのできる憩いの空間として松岡公園を整備するものでご

ざいます。

８ページをお願いします。

町道大月藤巻線歩道整備事業５，１００万円を計上し、歩行者等の安全確保及

び道路機能向上のために計画的に歩道整備を実施するものでございます。

１４ページをお願いします。

道の駅地域振興施設整備事業９，０８８万８，０００円を計上し、永平寺町の

特産物などの販売や食の提供、観光資源の情報発信などを行うことによって地域

の活性化や地域振興を図るための施設整備を行うものでございます。

次に、款９消防費１１億４，０１９万４，０００円については、前年度と比較

して８億１，８９１万５，０００円の増額、率にして２５４．９％の増でありま

す。増額の要因としましては、新消防庁舎建設工事４億６，７０４万円の増、消

防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備工事３億１，３６８万９，０

００円の増、小型動力消防ポンプ自動車・救助資機材付積載車購入費１，１８８

万円の増が主な要因でございます。

６ページをお願いします。

主な事業としましては、新規事業として、ＡＥＤ更新及び新規購入事業５８９
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万７，０００円を計上し、現在４１施設に設置しているＡＥＤのうち、耐用年数

が過ぎている２０施設２０台を更新するとともに、新たに松岡庭球場に１台を整

備するものでございます。

続いて、７ページの消防団車両整備事業というところでございますが、小型動

力消防ポンプ自動車・救助資機材付積載車購入費１，１８８万円を計上し、消防

団再編計画に基づき、現在配置している車両を計画的に更新し、複雑、多様化す

る災害に対応するものでございます。

それから次に、継続事業として、新消防庁舎建設工事４億６，７０４万円、消

防救急デジタル無線・高機能消防指令センター整備工事３億１，３６８万９，０

００円を計上し、平成２８年２月の完成を目指すものでございます。

次に、款１０教育費１１億５，７８４万８，０００円については、前年度と比

較して２億１，２０４万２，０００円の増額、率にして２２．４％の増でありま

す。増額の要因としましては、各学校施設空調設置工事１億７，６６６万３，０

００円の増、上志比小学校便所改修工事３，７５１万円の増などが主な要因でご

ざいます。

３ページをお願いします。

主な事業としましては、新規事業として、今申し上げました各学校施設空調設

置工事及び上志比小学校便所改修工事のほかに、教育資金支援事業に２１万円を

計上し、子育て世帯の保護者の教育費の軽減を図るために、金融機関から借り入

れる教育資金の利子の一部を補助するものでございます。

６ページをお願いします。

松岡公民館耐震補強計画策定業務委託料３０９万５，０００円を計上し、平成

１２年に耐震診断した結果を踏まえ、今後の公民館施設管理及び運営方法の確立

に向けて耐震補強計画を策定するものでございます。

１６ページをお願いします。

防災施設バイオマスボイラー導入事業５２４万９，０００円を計上し、サンサ

ンホールの冷暖房機入れかえに伴い、バイオマスボイラーの導入向けた実施設計

業務を委託するものでございます。

１５ページをお願いします。

次に、拡充事業として、公民館嘱託主事賃金５５０万５，０００円を計上し、

週５日の勤務に拡充し、公民館事業の企画立案や地域住民のグループ・団体活動

の援助など、地域の教育力の向上を図るものでございます。
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また３ページをお願いします。

継続事業として、永平寺中学校グラウンド改修工事１，６００万円を計上し、

老朽化したプールを解体した跡地をグラウンドとして有効活用するものでござい

ます。

４ページをお願いします。

また、楽しいおいしい給食事業９，８９７万５，０００円を計上し、学校給食

に係る賄材料費等を予算化するものでございます。また、「福井しあわせ元気」

国体・障害者スポーツ大会開催事業に３４９万円を計上し、準備委員会において

先進地視察や国体事業概要説明会へ参加するとともに、啓発グッズ等を作成し、

町民へのＰＲに努めることとしています。

次に、款１１公債費８億１３万円については、前年度と比較して７，２３９万

円の減額、率にして８．３％の減であります。内訳としましては、元金償還金が

６，２３２万円の減、利子償還金が１，００７万円の減でございます。

以上、議案第８号、平成２７年度永平寺町一般会計予算についての説明とさせ

ていただきます。

続きまして、特別会計に係る予算についてご説明を申し上げます。

初めに、議案第９号、平成２７年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算に

ついて、提案理由のご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０億８，２３３

万２，０００円とお願いするもので、前年度と比較して２億３，５５７万円の増

額、率にして１２．８％の増となっております。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページから

５ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条の一時借入金については、借入額の最高額は１億円と定めております。

それでは、６ページ、７ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申

し上げます。

款１国民健康保険税については３億７，２０２万円で、前年度と比較して２，

４７２万円の増、率にして７．１％の増となっております。増額の要因としては、

税率の改正によるところでございます。

次に、款３国庫支出金については３億１，１４４万９，０００円で、前年度と

比較して９２３万１，０００円の減、率にして２．９％の減となっております。
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減額の要因としては、現年度分療養給付費の減が主な要因であります。

次に、款４県支出金については８，２００万１，０００円で、前年度と比較し

て１３６万円の増、率にして１．７％の増となっております。増額の要因として

は、高額医療費共同事業負担金の増が主な要因であります。

次に、款５共同事業交付金については３億９，０３２万７，０００円で、前年

度と比較して１億５，０８９万１，０００円の増、率にして６３．０％の増とな

っております。増額の要因としては、高額医療費共同事業における制度改正によ

る保険財政共同安定化事業交付金の増が主な要因であります。

次に、款６療養給付費交付金については１億６，２１４万４，０００円で、前

年度と比較して３，８６０万１，０００円の減、率にして１９．２％の減となっ

ております。減額の要因としては、退職被保険者数の減による退職被保険者等療

養給付費交付金の減が主な要因であります。

次に、款７前期高齢者交付金については６億８，７６２万８，０００円で、前

年度と比較して１億１，６９６万円の増、率にして２０．５％の増となっており

ます。増額の要因としては、前期高齢者交付金の増が主な要因であります。

次に、款９繰入金については７，３６３万４，０００円で、前年度と比較して

１，０５１万５，０００円の減、率にして１２．５％の減となっております。減

額の要因としては、国民健康保険基金繰入金の減が主な要因となっております。

続きましては、７ページの歳出についてご説明いたします。

款２保険給付費については１３億３，４８４万５，０００円で、前年度と比較

して２，６１９万７，０００円の増、率にして２．０％の増となっております。

主なものとして、一般被保険者療養給付費１０億１，４１９万６，０００円、退

職被保険者等療養給付費１億４，００５万１，０００円、一般被保険者高額療養

費１億３，４９９万７，０００円をそれぞれ計上しております。

次に、款３後期高齢者支援金等については２億２，１１２万２，０００円で、

前年度と比較して５７１万３，０００円の増、率にして２．７％の増となってお

ります。主なものとして、後期高齢者支援金２億２，１１０万５，０００円を計

上しております。

次に、款６共同事業拠出金については３億９，０３３万円で、前年度と比較し

て２億６７万５，０００円の増、率にして１０５．８％の増となっております。

主なものとして、高額医療費共同事業における制度改正により保険財政共同安定

化事業拠出金が１億８，３４２万２，０００円の増額となっております。
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次に、款７保健事業費については、人間ドック委託料８００万円など２，６２

０万６，０００円を計上しております。

次に、款１０介護納付金については８，８６４万２，０００円を計上しており

ます。

以上、議案第９号、平成２７年度永平寺町国民健康保険事業特別会計予算につ

いての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１０号、平成２７年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予

算について、提案理由のご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億９，９８７万

３，０００円とお願いするもので、前年度と比較して９５万９，０００円の増、

率にして０．５％の増となっております。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページから

３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条の一時借入金については、借入額の最高額は３，０００万円と定めてお

ります。

それでは、４ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申し上げます。

初めに、歳入についてご説明申し上げます。

款１後期高齢者医療保険料については１億４，４９６万３，０００円で、前年

度と比較して１３万２，０００円の増、率にして０．１％の増となっております。

次に、款３繰入金については５，２８５万５，０００円で、主なものとして、

保険基盤安定繰入金４，７２６万６，０００円を繰り入れするものでございます。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

款２後期高齢者医療広域連合納付金については１億９，２２３万円で、前年度

と比較して２２万２，０００円の減、率にして０．１％の減となっております。

以上、議案第１０号、平成２７年度永平寺町後期高齢者医療特別会計予算につ

いての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１１号、平成２７年度永平寺町介護保険特別会計予算につ

いて、提案理由のご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７億８，３８２

万７，０００円とお願いするもので、前年度と比較して３，４０３万８，０００
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円の増、率にして１．９％の増となっております。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページから

３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところであります。

第２条の一時借入金については、借入額の最高額は１億円と定めております。

それでは、４ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申し上げます。

初めに、歳入についてご説明申し上げます。

款１保険料については３億８，３１４万円で、前年度と比較して２，４１３万

６，０００円の増、率にして６．７％の増となっております。増額の要因として

は、対象者数の増と介護保険料改定によるものでございます。

次に、款３国庫支出金については４億５００万８，０００円で、前年度と比較

して７８６万８，０００円の増、率にして２．０％の増となっております。増額

の要因としては、現年度分国庫負担金及び現年度分調整交付金の増が主な要因で

あります。

次に、款４支払基金交付金については４億７，６４５万円で、前年度と比較し

て８５７万８，０００円の減、率にして１．８％の減となっております。減額の

要因としては、現年度分介護給付費交付金の減が主な要因であります。

次に、款５県支出金については２億６，１２３万６，０００円で、前年度と比

較して４３２万６，０００円の増、率にして１．７％の増となっております。増

額の要因としては、現年度分県負担金の増が主なものであります。

次に、款７繰入金については２億５，７９８万６，０００円で、前年度と比較

して６２８万６，０００円の増、率にして２．５％の増となっております。増額

の要因としては、現年度分一般会計繰入金の増が主な要因であります。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

款２保険給付費については１６億８，１８４万円で、前年度と比較して２，８

４５万円の増、率にして１．７％の増となっております。増額の要因としては、

施設介護サービス給付費の増及び介護予防サービス給付費の増が主な要因であり

ます。

次に、款５地域支援事業費については４，６９３万６，０００円で、前年度と

比較して２０１万２，０００円の増、率にして４．５％の増となっております。

増額の要因としては、永平寺町社会福祉協議会、地域包括支援センターへの委託

料の増が主な要因であります。

以上、議案第１１号、平成２７年度永平寺町介護保険特別会計予算についての
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説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１２号、平成２７年度永平寺町下水道事業特別会計予算に

ついてご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億８，７７２万

７，０００円とお願いするもので、前年度と比較して７７４万１，０００円の減、

率にして１．１％の減となっております。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページから

３ページにかけての第１表、歳入歳出予算によるところでございます。

第２条の一時借入金については、借入額の最高額は５，０００万円と定めてお

ります。

それでは、４ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申し上げます。

初めに、歳入についてご説明申し上げます。

款２使用料及び手数料については１億９，４６１万７，０００円で、前年度と

比較して２６万８，０００円の減となっております。減額の要因としては、松岡

処理区下水道使用料の減が主な要因であります。

次に、款４国庫支出金については１，０００万円で、前年度と比較して１，０

００万円の増となっております。これは、効率的な事業実施のための調査検討業

務に対する社会資本整備総合交付金でございます。

次に、款５繰入金については４億８，０３９万２，０００円で、前年度と比較

して１，６４９万２，０００円の減で、率にして３．３％の減となっております。

減額の要因としては、償還金の減による一般会計からの繰入金の減が主な要因で

あります。

続きましては、歳入についてご説明申し上げます。

款２下水道事業費については２億３，６０６万１，０００円で、前年度と比較

して１，４１７万円の増、率にして６．４％の増であります。主なものとして、

下水道処理委託料７，７９７万６，０００円、下水道運転管理業務委託料４，９

８６万９，０００円、志比処理区統合事業である効率的な事業実施のための調査

検討業務委託料２，０７２万６，０００円、公共ます設置工事費及び管路整備工

事などの工事請負費に１，０００万円をそれぞれ計上しております。

次に、款３公債費については４億３，２７１万３，０００円で、前年度と比較

して１，９４９万８，０００円の減、率にして４．３％の減となっております。
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主なものとして、下水道事業債の元金及び利子の償還金を計上しております。

以上、議案第１２号、平成２７年度永平寺町下水道事業特別会計予算について

の説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１３号、平成２７年度永平寺町農業集落排水事業特別会計

予算についてご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いします。

第１条のとおり、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億１，４３２万

１，０００円とお願いするもので、前年度と比較して４０４万円の減、率にして

１．９％の減となっております。

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額については、２ページの第

１表、歳入歳出予算によるところであります。

第２条の一時借入金については、借入額の最高額は３，０００万円と定めてお

ります。

それでは、３ページの歳入歳出予算事項別明細書についてご説明申し上げます。

初めに、歳入についてご説明申し上げます。

款２使用料及び手数料については５，３２２万８，０００円で、前年度と比較

して４６万７，０００円の減、率にして０．９％の減となっております。減額の

要因としては、松岡地区農業集落排水使用料の減が主な要因であります。

次に、款３繰入金については１億５，６６３万円で、前年度と比較して７０６

万４，０００円の減、率にして４．３％の減となっております。減額の要因とし

ては、予算計上の職員の見直しによる人件費の減により一般会計からの繰入金が

減となっております。

続きまして、歳出についてご説明申し上げます。

款２農業集落排水事業費については６，６９１万２，０００円で、前年度と比

較して３５５万円の増、率にして５．６％の増となっております。主なものとし

て、松岡地区農業集落排水維持管理費に９６８万１，０００円、上志比地区農業

集落排水維持管理費に５，０７１万５，０００円をそれぞれ計上しております。

建設費については、上志比地区農業集落排水建設費における公共ます設置工事に

１０８万円、道の駅建設に伴う汚水管布設工事に３３９万１，０００円を計上し

ております。

次に、款３公債費については１億２，８０６万３，０００円で、前年度と比較

して１，０００円の減となっております。主なものとして、農業集落排水事業債
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の元金及び利子の償還金を計上しております。

以上、議案第１３号、平成２７年度永平寺町農業集落排水事業特別会計予算に

ついての説明とさせていただきます。

続きまして、議案第１４号、平成２７年度永平寺町上水道事業会計予算につい

てご説明を申し上げます。

予算書の１ページをお願いします。

第３条のとおり、収益的収入は３億９，０６７万７，０００円、収益的支出は

３億７，６２０万３，０００円とそれぞれお願いするものでございます。

２ページをお願いします。

第４条において、資本的収入は５，５８９万１，０００円に、資本的支出は２

億２，８３９万８，０００円にそれぞれお願いするものでございます。

収益的支出と資本的支出を合わせました予算総額は６億４６０万１，０００円

となり、前年度と比較して５，０６４万５，０００円の増、率にして７．７％の

増となっております。

第５条、企業債については、２ページのとおりでございます。

第６条、一時借入金については、一時借入金の限度額は５，０００万円と定め

ております。

５ページをお願いします。

収益的収入の主なものについてご説明申し上げます。

款１水道事業収益、項１営業収益、目１給水収益２億９，３１１万４，０００

円については、給水戸数７，２５４戸分の水道使用料で、前年度と比較して１０

８万２，０００円の増となっております。

次に、収益的支出の主なものについてご説明申し上げます。

款１水道事業費、項１営業費用、原水及び浄水費に４，９５７万１，０００円、

配水及び給水費に３，２４９万３，０００円をそれぞれ計上しております。

同じく項２営業外収益、支払利息に３，７２０万１，０００円、企業債利子の

償還金を計上しております。

６ページをお願いします。

資本的収入の主なものについてご説明申し上げます。

款１資本的収入、項１他会計負担金４，４７９万５，０００円については、永

平寺地区と上志比地区の旧簡易水道事業債、元金償還分負担金を計上しておりま

す。
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同じく項３企業債７００万円については、松岡上吉野地区配水池建設工事及び

営農飲雑用水送水管整備工事詳細設計業務を行う簡易水道再編事業に伴い、水道

事業債を計上させていただきました。

同じく項４補助金２５７万１，０００円については、今申し上げました簡易水

道再編事業に対する国庫補助金を計上しております。

次に、資本的支出の主なものについてご説明申し上げます。

款１資本的支出、項１建設改良費、配水設備改良費３，４５４万４，０００円

については、松岡上吉野地区配水池建設工事費及び松岡薬師の配水管布設工事費

などを計上させていただきました。

同じく項２企業債償還金１億４，５６３万２，０００円については、企業債元

金償還金を計上させていただきました。

以上、議案第８号、平成２７年度永平寺町一般会計予算についてから議案第１

４号、平成２７年度永平寺町上水道事業会計予算についてまでのご説明とさせて

いただきます。

よろしくお願いいたします。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第１０、議案第８号、平成２７年度永平寺町一般会計予算についてから日

程第１６、議案第１４号、平成２７年度永平寺町上水道事業会計予算についてま

での７件を、会議規則第３９条第１項により、予算決算常任委員会に付託したい

と思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を予算決算常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。

暫時休憩します。

（午前１１時 分 休憩）

──────────────

（午後 ０時 分 再開）
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○議長（川崎直文君） 休憩前に引き続き再開します。

～日程第１７ 議案第１５号 永平寺町行政組織条例等の一部を改正する条例の

制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第１７、議案第１５号、永平寺町行政組織条例等

の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第１５号、永平寺町行政組織条

例等の一部改正について、提案のご説明を申し上げます。

これからの地域課題や地域づくりについて、住民と行政が連携してさまざまな

政策の総合調整をする担当課の役割が重要になると考えております。

一方、行財政改革をさらに進め、引き続き健全な財政運営にも努めてまいりた

いと考えており、政策企画部門の強化を図ることや政策の総合的な調整を行う総

合政策課と、財政部門を独立させ、予算、財政に特化した財政課に再編を行うも

のです。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 総務課長。

○総務課長（山下 誠君） 永平寺町行政組織条例等の一部を改正する条例の制定に

ついてご説明をさせていただきます。

議案書は、８６ページから８７ページでございます。

今回の機構改革の趣旨といたしまして、政策の総合調整を担う部署の創設と既

存の課の事務を継承する課の創設、室の配置の変更をするものが主なものでござ

います。

今回実施いたします組織改革の再編の基本的な方向性といたしまして、まず地

域を元気にするためには、住民の皆さんが主役となり、地域課題や地域づくりの

方向性を民間団体や市町村等とともに考え、連携して行い、さまざまな情報や人

材の総合調整をする担当課が必要となってまいります。また、市町村まち・ひと・

しごと創生総合戦略（地方版総合戦略）や平成３０年度以降の次期総合振興計画

を策定して、この計画に沿った施策を実施できるように、庁内各課の連携、調整

をする部署の役割が重要になると考えております。
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まず、第１条の永平寺町行政組織条例の一部改正では、政策企画部門の強化を

図り、政策の総合的な調整をする総合政策課と財政部門を独立させ、予算、財政

に特化した財政課に再編をしております。事務につきましては、財政課は、予算、

起債、財政運営に関する事務、総合政策課は、企画財政課の企画事務のほか地方

創生に関する事務を担当することとなります。

また、専門的な事務を行う室についても配置の変更をしております。まず総務

課内に配置しておりました行政改革推進室につきましては、引き続き持続可能な

財政基盤の確立を図る必要があり、財政も含め一体となり行政改革を進めるため、

財政課内へ配置の変更をするものでございます。次に、企画財政課内に配置して

おりました情報政策室につきましては、総合行政情報の調整機能の強化を図るほ

か、新たな政策課題に迅速に取り組む室として、総合政策課内への配置と変更い

たします。室の事務、業務内容につきましては変更はございません。

次に、第２条の永平寺町振興計画審議会条例の一部改正につきましては、条例

中の「企画財政課」の名称の変更に伴い改正を行うものでございます。

実施する時期につきましては４月１日からとしております。

以上で議案第１５号、永平寺町行政組織条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて、説明を終わらせていただきます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第１７、議案第１５号、永平寺町行政組織条例等の一部を改正する条例の

制定についての件を、会議規則第３９条第１項により、総務常任委員会に付託し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第１８ 議案第１６号 永平寺町行政手続条例の一部を改正する条例の制

定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第１８、議案第１６号、永平寺町行政手続条例の
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一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第１６号、永平寺町行政手続条

例の一部を改正する条例の制定について、提案のご説明を申し上げます。

条例の改正内容は、行政指導の権限を行使する際の法令根拠等を相手方に明示

するなど、手続の透明性を高めることや、行政指導により相手方が不利益を生じ

た場合に行政指導の中止等、行政手続法の一部改正がされることに伴い、本町の

行政手続条例も改正を行うものです。

詳細な事項につきましては、この後、担当課から説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 総務課長。

○総務課長（山下 誠君） 永平寺町行政手続条例の一部を改正する条例の制定につ

いてご説明を申し上げます。

議案書は、８８ページをお願いいたします。

国においては、行政手続法の一部を改正する法律を平成２６年６月１３日に公

布し、平成２７年４月１日から施行することとしております。法の改正に伴い、

永平寺町行政手続条例の一部を改正するものです。

改正内容は、まず１つ目に、第３３条に行政手続の明確化を規定する項目を追

加すること。２つ目に、法令等要件に適合しない行政指導の中止等の求めができ

る条項を新たに第３４条の２として追加すること。３つ目に、８９ページ中段の

第３４条の３につきましては、法令等に違反する事実の是正のための処分または

行政指導を求めることができる処分等の求めを追加することでございます。

この改正は、行政手続の公正の確保と透明性の向上を図り、住民の権利、利益

の保護に資することを目的としております。

以上で議案第１６号、永平寺町行政手続条例の一部を改正する条例の制定につ

いての説明を終わらせていただきます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。
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日程第１８、議案第１６号、永平寺町行政手続条例の一部を改正する条例の制

定についての件を、会議規則第３９条第１項により、総務常任委員会に付託した

いと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第１９ 議案第１７号 永平寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第１９、議案第１７号、永平寺町国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第１７号、永平寺町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例の制定について、提案の説明を申し上げます。

医療費等の増大により、現行の税率では財源が不足し、永平寺町国民健康保険

事業の運営に支障を来すことから、税率改正を行いたく、永平寺町国民健康保険

税条例の一部を改正するものです。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 税務課長。

○税務課長（帰山英孝君） 議案第１７号、永平寺町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の制定について、提案理由をご説明申し上げます。

現行の税率では財源の不足が見込まれることから、今回、税率を改正し、議会

の同意をお願いするものでございます。

まず、第３条１項から第５条につきましては、医療給付費分に係る改正でござ

います。

第３条第１項、所得割の率でございますが、現行「１００分の３．９」を「１

００分の４．８」に改めます。

次に、第４条、資産割の率でございますが、現行「１００分の３５」を「１０
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０分の２７」に改めます。

第５条、均等割の額でございますが、現行「１万９，０００円」を「２万３，

０００円」に改めるものでございます。

続きまして、第６条から第７条の３でございますが、後期高齢者支援分に係る

改正でございます。

第６条、所得割の率でございますが、現行「１００分の１．２」を「１００分

の１．８」に改めます。

第７条、資産割の率でございますが、「１００分の１６」を「１００分の１２」

に改めます。

第７条の２、均等割の額でございますが、「６，５００円」を「８，０００円」

に改めます。

第７条の３第１項第１号、平等割の通常分でございますが、現行「７，０００

円」を「８，０００円」に改め、同条同項第２号、平等割の特定世帯分でござい

ますが、現行「３，５００円」を「４，０００円」に改め、同条同項第３号、特

定継続世帯分でございますが、現行「５，２５０円」を「６，０００円」に改め

ます。

次に、第８条から第９条の３でございますが、介護納付金に係る改正でござい

ます。

第８条、所得割の率でございますが、「１００分の０．７」を「１００分の１．

２」に改めます。

第９条、資産割の率でございますが、「１００分の８」を「１００分の６」に

改めます。

第９条の２、均等割の額でございますが、「６，５００円」を「７，２００円」

に改めます。

第９条の３、平等割の額でございますが、現行「６，８００円」を「７，２０

０円」に改めるものでございます。

第２１条につきましては、ただいまご説明申し上げました第３条から第９条の

３までの改正に伴う７割減額、５割軽減、２割軽減分の改正でございます。

施行期日は平成２７年４月１日で、２７年度課税分からの適用でございます。

以上、簡単ではございますが、議案第１７号、永平寺町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例の制定についてのご説明とさせていただきます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。
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質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第１９、議案第１７号、永平寺町国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の制定についての件を、会議規則第３９条第１項により、教育民生常任委員会

に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を教育民生常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。

～日程第２０ 議案第１８号 地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一

部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２０、議案第１８号、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につい

ての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第１８号、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に

ついて、提案のご説明を申し上げます。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正に伴い、教育委員である

教育長が特別職となることから、教育委員会委員の定数と条例等の一部改正をす

るものです。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 総務課長。

○総務課長（山下 誠君） 地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一部改正

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてご説明を申し上げます。

議案書９２ページから９３ページでございます。

国においては、教育委員会制度を改革するため、平成２７年４月１日より関係
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法令を一部改正いたします。永平寺町においても、関係する条例の一部改正をお

願いするものでございます。

第１条において、教育委員会委員の定数を「５人」から「４人」に改正するも

のです。

第２条においては、教育長の給与の支給根拠が教育公務員特例法から地方自治

法に改正されたことにより、永平寺町においても特別職の職員の給与及び旅費等

に関する条例に教育長を追加するものでございます。給料月額等に変更はござい

ません。

第３条においては、第２条の改正に伴い、現在給与を減額する条例の教育長の

条項を改めるものでございます。これまでの減額が継続することに変わりはござ

いません。

第４条においては、特別職の給与の変更については特別職報酬等審議会の意見

を聞くことになっておりますが、その対象に教育長も加えるものとするものでご

ざいます。

第５条では、新教育委員会制度では、教育長が教育委員会の代表となり、委員

長はなくなることから、委員長の項目を削除するものでございます。

附則第２項において、これまで教育長の給与、勤務時間について定めておりま

した条例を、今回の改正に伴い廃止をさせていただきます。

附則第３項の経過措置についてでございますが、３月３１日に在職する教育長

が、４月１日以降、教育委員会委員の任期中、継続して在職する場合は、この改

正条例は適用せず、改正前の各条例の規定を適用するというものでございます。

以上で議案第１８号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一部改正

に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての説明とさせていただきま

す。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第２０、議案第１８号、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一

部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての件を、会議規則第３

９条第１項により、総務常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ご

ざいませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２１ 議案第１９号 永平寺町河川公園条例の一部を改正する条例の制

定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２１、議案第１９号、永平寺町河川公園条例の

一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第１９号、永平寺町河川公園条

例の一部を改正する条例の制定について、提案のご説明を申し上げます。

河川公園を管理運営する指定管理者と町が必要な事項を定めた条例でございま

す。

第２０条にありました「使用料」を「利用料金」と読みかえ、第２１条におき

まして、利用料金を指定管理者が収入として収受するものと改正することにより、

指定管理者の経営努力が発揮されやすくなるとともに、町の会計事務作業の効率

化が図られます。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議いただきますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 生涯学習課長。

○生涯学習課長（長谷川伸君） 議案第１９号、永平寺町河川公園条例の一部を改正

する条例の制定について、議案のご説明を申し上げます。

議案書９４ページをお願いいたします。

この条例は、平成２２年３月２６日、河川公園の管理運営につきまして、指定

管理者と町が必要な事項を定めた条例でございます。

まず、第３条中におきまして、「次のとおり」とあるのを「永平寺町建設課が

行う」という形に変えさせていただきます。

また、第１３条中、「第６条」を「第９条」に改めさせていただきます。

第２０条中、「使用料」を「利用料金」と読みかえさせていただきます。これ
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は、自治体が料金を徴収する場合は使用料となり、指定管理者が料金を収受する

場合は利用料金と規定されているためでございます。

第２１条、利用料金におきまして、利用料金を指定管理者が収入として収受す

るものと追加改正し、指定管理者の河川公園の収支に関して経営努力が発揮され

やすく、インセンティブ（目標達成）の効果が発揮されやすいものと考えており

ます。

以上、簡単ではございますが、議案の説明理由とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第２１、議案第１９号、永平寺町河川公園条例の一部を改正する条例の制

定についての件を、会議規則第３９条第１項により、教育民生常任委員会に付託

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を教育民生常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。

～日程第２２ 議案第２０号 永平寺町障害程度区分判定審査会に関する条例の

一部を改正する条例の制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２２、議案第２０号、永平寺町障害程度区分判

定審査会に関する条例の一部を改正する条例の制定についての件を議題としま

す。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第２０号、永平寺町障害程度区

分判定審査会に関する条例の一部を改正する条例の制定について、提案のご説明

を申し上げます。

この条例は、障害者自立支援法が障害者総合支援法に移行したことに伴い、条
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例に記載されております「障害程度区分」を「障害支援区分」に名称を変更させ

ていただくものです。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 福祉保健課長。

○福祉保健課長（森近秀之君） 議案第２０号、永平寺町障害程度区分判定審査会に

関する条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。

議案書の９５ページになります。

今回、法の移行によりまして、自立支援法第４条第４項に規定されておりまし

た「障害程度区分」という項目が、総合支援法同条同項におきまして、障がいの

多様な特性その他心身の状態において必要とされる標準的な支援の度合いを総合

的に示した「障害支援区分」というものに名称並びに定義が変更されましたこと

により、今般、条例の名称及び第１条、第２条の条文を改正するものでございま

す。

名称変更に伴いまして、定義でございますけれども、今回の改正に出まして、

特に知的障害、精神障害や発達障害といった特性をより反映させるために、健康・

栄養管理、危険の認識、読み書き、感覚過敏、集団への不適応、多飲水・過飲水

といった項目が新規に調査項目と追加されました。こうした項目を判定した上で

障害支援の区分を判定しており、身体介助や日常生活における支援、また行動に

対するどういう支援が必要かということを判定して、その人に応じた支援のサー

ビスを決めるものでございます。

今回の改正につきましては、名称と定義の改正でございます。

以上、補足の説明とさせていただきます。

よろしくお願いします。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第２２、議案第２０号、永平寺町障害程度区分判定審査会に関する条例の

一部を改正する条例の制定についての件を、会議規則第３９条第１項により、教

育民生常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。



－52－

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を教育民生常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。

～日程第２３ 議案第２１号 永平寺町介護保険条例の一部を改正する条例の制

定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２３、議案第２１号、永平寺町介護保険条例の

一部を改正する条例の制定についての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第２１号、永平寺町介護保険条

例の一部を改正する条例の制定について、提案のご説明を申し上げます。

この条例は、介護保険法の改正に伴い、平成２７年度以降の介護保険料につい

て規定させていただくもので、平成２９年度までの３年間の保険料率を改定する

ものでございます。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 福祉保健課長。

○福祉保健課長（森近秀之君） ただいまの議案第２１号、永平寺町介護保険条例の

一部を改正する条例の制定について説明をさせていただきます。

議案書の９６ページ及び９７ページでございます。

これまでの６５歳以上の方の介護保険料についての保険料率でございますけれ

ども、平成２４年から平成２６年度までの第５期介護保険計画期間の基準額は、

月額５，３５０円、年額６万４，２００円でございましたものを、今回、第６期

介護保険計画期間の３年間におきましては、月額を５，７００円とし、年額６万

８，４００円とさせていただいてございます。この額でございますけれども、こ

れからの３年間の必要となる介護給付費及び地域支援事業費に必要となる保険料

の額を算定し、算出させていただいたものでございます。

また、第６期介護保険計画期間におきましては、介護給付費に対する第１号被

保険者、６５歳以上の方の保険料の負担割合が、これまでの２１％から２２％に
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引き上げられました。そうした影響額、また今後の給付費の推移から基準額を５，

７００円とさせていただいたものでございます。

また、今回の介護保険の改正では、所得段階別の保険料率についても変更をさ

せていただきました。介護保険法では、今回の改正によりまして標準９段階にな

ってございますけれども、永平寺町では今回１０段階とさせていただいたもので

ございます。第５期計画における所得段階の乗率は、下が０．５から上は１．５

となっておりましたが、今回、介護保険法の改正等によりまして、所得区分の変

更及び乗率の変更をさせていただいております。

まず、永平寺町におきます第６期計画期間の第１段階の方につきましては基準

額の０．５を、第２段階につきましては０．６２５を、第３段階につきましては

０．７５を、第４段階につきましては０．９とさせていただき、基準となる額に

それぞれこの乗率を掛けております。そして、段階の数の変更によりまして、こ

れまで４段階が基準額でございましたけれども、第５段階を基準額としてござい

ます。

また、所得に応じた保険料の設定ということでございまして、いわゆる第７号

のところからあるんですけれども、所得金額が２９０万未満の方につきましては

１．５の乗率を、２９０万を超える方につきましては１．７を、５００万を超え

る方につきましては基準額の１．７５倍とさせていただいた金額となっておりま

して、それぞれの金額が９７ページの７、８、９号に書いてございます。

もう一つの条例の改正点といたしましては、今般、地域における医療及び介護

の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の公布というも

のがございまして、この中で介護保険法第１１５条の４５で規定する地域支援事

業の中に、新たに「介護予防」「日常生活支援総合事業」という文言が入りまし

た。これが本年４月１日から施行することとなってございます。ただし、各市町

村においてその実施開始の日を定めることを条例で定める場合には、その実施を

条例で定める日までの間について猶予することが可能ということでございまし

て、附則の中でその項目を入れさせていただいてございます。

今回の新しい総合事業につきましては、現行の介護予防サービスのうち、要支

援者に対する訪問介護及び通所介護を総合事業に移行してございます。民間企業

やボランティアなどの地域の多様な主体によるサービスを活用して高齢者を支援

するということとなってございます。

町といたしましては、総合事業への円滑な移行をするため体制整備等が必要で
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あることから、この介護保険条例を一部改正させていただきまして事業の実施の

猶予する規定を設けて、今後、平成２９年４月１日に向けた実施を目指していき

たいと考えてございます。

今般の条例の一部改正の施行予定は４月１日でございます。

以上、補足の説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第２３、議案第２１号、永平寺町介護保険条例の一部を改正する条例の制

定についての件を、会議規則第３９条第１項により、教育民生常任委員会に付託

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を教育民生常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。

～日程第２４ 議案第２２号 永平寺町指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例の制定について～

～日程第２５ 議案第２３号 永平寺町地域包括支援センターの人員及び運営に

関する基準を定める条例の制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２４、議案第２２号、永平寺町指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定についてから日程第２５、

議案第２３号、永平寺町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定

める条例の制定についてまでの２件を一括議題とします。これにご異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、日程第２４、議案第２２号、永平寺町指定介護予防支援等の事業の人
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員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例の制定についてから日程第２５、議案第２３号、

永平寺町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定

についてまでの２件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま一括上程されました議案第２２号、永平寺町指定介

護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例から議案第２３号、永平

寺町地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いてまでの提案のご説明を申し上げます。

第３次地方分権一括法の成立に基づき、地方公共団体が居宅介護支援事業所、

介護予防支援事業所、地域包括支援センターの指定基準を条例で定めることとな

り、その際の基準が国の省令改正により定められました。このため、厚生労働省

令で定める基準に従い、条例を定めるものでございます。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 福祉保健課長。

○福祉保健課長（森近秀之君） それでは、議案第２２号、２３号の説明をさせてい

ただきます。

まず、議案第２２号についての説明をさせていただきます。

議案書の９９ページから１１１ページまででございます。

この介護予防支援事業と申しますのは、地域包括支援センターで行う要支援１、

要支援２の認定を受けている方に対して行う介護予防ケアマネジメントを行う事

業であり、地域包括支援センターで行うという基本は変わりございませんけれど

も、指定居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員が担当させていただくこ

ともございます。

介護保険法第１１５条の２２第２項第１号並びに第１１５条の２４第１項及び

第２項の規定では、事業実施における人員及び運営並びに介護予防支援に関する

基準を定める必要がございます。今回の条例は、介護予防支援に従事する従業者

に係る基準及び員数、また介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利
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用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密

の保持等に密接に関連する項目を条例化してございます。

第２章第３条、第４条でございますけれども、こちらでは人員に関する基準を

定めており、事業所に従事する人数及び管理者を置くことにつきまして定めをさ

せていただいてございます。

次に、第３章第５条から第２９条でございますけれども、これは指定介護予防

支援事業者が利用者とのかかわりに関する事項、運営に関する規定、事業者とし

ての責務といった項目を定めさせていただいてございます。

また、第４章、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準といたしま

して、第３０条から３２条におきまして介護予防支援に関する基本的な事項とし

て適切かつ質の高い支援をするための基本的事項並びにその基本的事項を達成す

るための具体的な取扱方針というものを３２条等で定めてございます。

本条例では、事業者の利用者に対する内容及び手続の説明及び同意、またサー

ビス提供拒否の禁止、秘密の保持、そして事故発生の防止と発生時の対応といっ

たことを条文化させていただいた条例でございます。

次に、議案第２３号についての説明をさせていただきます。

議案書の１１２ページ、１１３ページをお願いいたします。

この条例は、地域包括支援センターの人員及び運営に関し、職員の員数及び人

員配置等を定める基準について条例を制定する必要があるため提案させていただ

いたものでございます。

介護保険法第１１５条の４６第４項におきまして「地域包括支援センターの設

置者は、包括的支援事業を実施するために必要なものとして市町村の条例で定め

る基準を遵守しなければならない」、また第５項におきまして「市町村が前項の

条例を定めるに当たっては、地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職

員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の

事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする」とあるため、

今回、条例につきまして人員等を定めるものでございます。

地域包括支援センターにつきましては、保健師その他これに準ずる者として、

看護師などがございますが、１名、また社会福祉士等を１名、主任介護支援専門

員１名の配置が義務づけられております。こうしたことを第１条、２条において

定めさせていただいてございます。また、第３条におきましては、被保険者数の

数が変動した場合の人数の定め、また町内に複数カ所の地域包括支援センターを
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設置した場合における１つのセンターに配置する職員の員数を定めたものでござ

います。

以上、簡単でございますけれども、議案第２２号、議案第２３号の説明とさせ

ていただきます。

よろしくお願いいたします。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第２４、議案第２２号、永平寺町指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関す

る基準等を定める条例の制定についてから日程第２５、議案第２３号、永平寺町

地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例の制定について

までの２件を、会議規則第３９条第１項により、教育民生常任委員会に付託した

いと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を教育民生常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。

～日程第２６ 議案第２４号 永平寺町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について

～

～日程第２７ 議案第２５号 永平寺町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の

ための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の

制定について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２６、議案第２４号、永平寺町指定地域密着型

サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例の制定についてから日程第２７、議案第２５号、永平寺町指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防

サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条
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例の一部を改正する条例の制定についてまでの２件を一括議題とします。これに

ご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、日程第２６、議案第２４号、永平寺町指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定

についてから日程第２７、議案第２５号、永平寺町指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例の制定についてまでの２件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま一括上程されました議案第２４号、永平寺町指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一

部を改正する条例の制定についてから議案第２５号、永平寺町指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

一部を改正する条例の制定についてまでの提案のご説明を申し上げます。

介護保険法の条項の繰り上げに伴う改正及び国の基準が改正されたことによる

条例の一部改正でございます。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 福祉保健課長。

○福祉保健課長（森近秀之君） それでは、議案第２４号並びに第２５号についての

説明をさせていただきます。

まず、議案第２４号についてのご説明をさせていただきたいと思います。

議案書の１１４ページ、１１５ページでございます。

今回の条例の改正は、介護保険法が平成２７年４月１日より改正することに伴

い、条例の改正を行うものでございます。

介護保険法の改正では、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営

並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関
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する基準が改正されました。内容といたしましては、介護予防訪問介護、また介

護予防通所介護に係る内容が削除されてございます。

こうしたことから、介護保険法の引用箇所において条項の削除、繰り上げ及び

新たな条項の追加によって、今回、この第２４号の条例を改正させていただくも

のでございます。

次に、議案第２５号の説明をさせていただきます。

議案書の１１６ページをお願いいたします。

今回の条例の改正は、先ほどと同じ介護保険法の改正に伴う条例の改正でござ

います。

介護保険法の改正では、法第８条第２項及び第７項が削除されましたことによ

り項の繰り上がりがございました。そして第８条に新たな１項が追加されたこと

により繰り下げがございました。この介護保険法の項目の削除及び追加によりま

して、今般、その法に合わせた条例の改正をさせていただくものでございます。

以上、簡単でございますけれども、議案第２４号及び第２５号の説明とさせて

いただきます。

よろしくお願いします。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第２６、議案第２４号、永平寺町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について

から日程第２７、議案第２５号、永平寺町指定地域密着型介護予防サービスの事

業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

の制定についてまでの２件を、会議規則第３９条第１項により、教育民生常任委

員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を教育民生常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。
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～日程第２８ 議案第２６号 永平寺町空き家等の適正管理に関する条例の制定

について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２８、議案第２６号、永平寺町空き家等の適正

管理に関する条例の制定についての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第２６号、永平寺町空き家等の

適正管理に関する条例の制定について、提案のご説明を申し上げます。

放置された空き家等の倒壊等を未然に防ぎ、安全で安心な生活と良好な景観の

保全を目的に、町内に存在する空き家等の適正な管理を定めた条例を制定するも

のです。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 総務課長。

○総務課長（山下 誠君） 永平寺町空き家等の適正管理に関する条例の制定につい

てご説明を申し上げます。

議案書１１７ページから１１９ページにかけてございます。

空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、町民の安全で安心な暮らしの

実現のため、空き家の所有者の適正な管理責務、区長の役割、管理状態の悪い空

き家所有者に対し必要な措置をするように助言、指導等を行うことができるなど、

地域の課題解決に対し、おのおの役割等について規定をしております。

さらに、空き家所有者が正当な理由なく町からの勧告に従わない場合の代執行

や、緊急時に必要最低限の措置をとることができることとし、管理不全な状態の

空き家所有者に対しても措置が講じられるように規定をしております。

簡単ではございますが、以上で議案第２６号、永平寺町空き家等の適正管理に

関する条例の制定についての説明とさせていただきます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第２８、議案第２６号、永平寺町空き家等の適正管理に関する条例の制定
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についての件を、会議規則第３９条第１項により、総務常任委員会に付託したい

と思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第２９ 議案第２７号 永平寺町下水道条例の一部を改正する条例の制定

について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第２９、議案第２７号、永平寺町下水道条例の一

部を改正する条例の制定についての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第２７号、永平寺町下水道条例

の一部を改正する条例の制定について、提案のご説明を申し上げます。

下水道法施行令の一部が改定されたことに伴い、本町の関係する条例の一部を

改正する必要が生じたため、永平寺町下水道条例の一部を改正するものです。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 上下水道課長。

○上下水道課長（太喜雅美君） それでは、議案第２７号、永平寺町下水道条例の一

部を改正する条例の制定についてご説明をさせていただきます。

議案書の１２０ページをお開きください。

この条例の第１１条第１項第１号中のカドミウムの下水道への排除基準値を

０．１ミリグラム毎リットル以下から０．０３ミリグラム毎リットル以下にさせ

ていただくため、改正するものでございます。

これは下水道法施行令の一部改正が平成２６年１１月１９日に公布され、平成

２６年１２月１日から施行されたことに伴い、永平寺町下水道条例を改正するも

のでございます。

改正の背景としまして、カドミウム及びその化合物は、下水道終末処理場では

処理することが困難な物質でありまして、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康
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の保護に関する環境基準の変更をした水質汚濁防止法の改正と調整を図るため、

今回の下水道法施行令の改正に至ったものでございます。

なお、施行日は公布の日からとなります。

以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。

よろしくお願いします。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第２９、議案第２７号、永平寺町下水道条例の一部を改正する条例の制定

についての件を、会議規則第３９条第１項により、産業建設常任委員会に付託し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を産業建設常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。

～日程第３０ 議案第２８号 福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変更に

ついて～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第３０、議案第２８号、福井坂井地区広域市町村

圏事務組合規約の変更についての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第２８号、福井坂井地区広域市

町村圏事務組合規約の変更について、提案のご説明を申し上げます。

事務組合規約の一部を変更する必要がありますので、組合規約の一部改正をす

るものです。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 総務課長。

○総務課長（山下 誠君） 福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変更について
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ご説明を申し上げます。

議案書１２１ページをお願いいたします。

まず、本組合規約の変更をする場合は、地方自治法第２９０条の規定により、

構成自治体の議会の議決が必要となっております。

福井坂井地区広域市町村圏事務組合の規約中、第３条第４号、これは、「ふる

さと市町村圏計画に基づく事業」を削り、同条第５号及び第６号を１号ずつ繰り

上げるものでございます。国のふるさと市町村圏推進要綱に基づき実施してきた

事業でございますが、国においては要綱を廃止したため、規約から削除すること

といたします。

また、第３条の３にただし書きを加え、ふるさと市町村圏計画に基づく基金を、

関係市町の同意があれば基金を取り崩せるものとするものです。平成２７年度に

おいて基金を取り崩し、清掃センター基幹的設備改良工事の市町負担金に充当を

する予定となってございます。永平寺町には、歳入といたしまして６，７６４万

１，０００円を見込んでおります。

以上で議案第２８号、福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変更について

の説明とさせていただきます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第３０、議案第２８号、福井坂井地区広域市町村圏事務組合規約の変更に

ついての件を、会議規則第３９条第１項により、総務常任委員会に付託したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

～日程第３１ 議案第２９号 町道の認定について～

～日程第３２ 議案第３０号 町道の認定変更について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第３１、議案第２９号、町道の認定についてから

日程第３２、議案第３０号、町道の認定変更についてまでの２件を一括議題とし
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ます。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、日程第３１、議案第２９号、町道の認定についてから日程第３２、議

案第３０号、町道の認定変更についてまでの２件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま一括上程されました議案第２９号、町道の認定につ

いて、議案第３０号、町道の認定変更についてまでの提案のご説明を申し上げま

す。

今般の町道の認定及び認定変更でございますが、中部縦貫自動車道福井北ジャ

ンクションインターから松岡インター区間の開通と一般県道稲津松岡線バイパス

吉野工区の工事完成に伴う全区間の供用及び一般県道栃神谷鳴鹿森田線の供用に

伴う国道４１６号の管理引き継ぎに係る８路線の町道の認定と１路線の町道の認

定変更をお願いするものです。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明いたします。

以上、提案の理由とさせていただきますので、よろしくご審議いただき、ご決

議賜りますよう、お願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 建設課長。

○建設課長（平林竜一君） それでは、建設課よりご説明いたします。

議案書の１２２ページから１２３ページをお願いいたします。

議案第２９号、町道の認定といたしまして、道路法第８条第２項の規定により、

新たに認定をお願いするものでございます。

吉野地区と宮重地区から上吉野地区までの区域及び花谷地区から牧福島地区区

域における８路線、総延長７，４４１メーターでございます。路線の内訳としま

して、中部縦貫自動車道関連が４路線で合計５０３．６メーター、一般県道稲津

松岡線関連が３路線で合計２，５２６．４メーター、国道４１６号の管理引き継

ぎ関連が町道花谷牧福島線の１路線で４，４１１．０メーターでございます。

なお、それぞれの路線の起点、終点は、議案書に記載のとおりでございます。

続いて、議案書１２４ページをお願いいたします。

議案第３０号、町道の認定変更といたしまして、道路法第１０条第３項の規定

により、認定の変更をお願いするもので、既存の町道吉野２３号線の一部が中部
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縦貫自動車道本線に取り込まれ、路線が分断したことから、起点を松岡吉野１０

字１５番から松岡吉野１１字３５番２とし、延長を３３５．９メーターから２２

３．０メーターに変更するものです。

なお、終点については変更ございません。

議案書１２５ページから１２８ページは、認定及び認定変更の町道路線図でご

ざいます。

以上、建設課からの説明とさせていただきます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第３１、議案第２９号、町道の認定についてから日程第３２、議案第３０

号、町道の認定変更についてまでの２件を、会議規則第３９条第１項により、産

業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を産業建設常任委員会に付託することに決定しました。委員会に

おかれましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長

に提出くださいますようお願いします。

～日程第３３ 議案第３１号 工事請負変更契約の締結について～

○議長（川崎直文君） 次に、日程第３３、議案第３１号、工事請負変更契約の締結

についての件を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

河合町長。

○町長（河合永充君） ただいま上程されました議案第３１号、工事請負変更契約の

締結について、提案のご説明を申し上げます。

本庁耐震工事について請負額が増額となりましたので、議会の議決を求めるも

のです。

詳細な事項につきましては、この後、担当課からご説明をいたします。

以上、提案の理由とさせていただきます。よろしくご審議いただき、ご決議賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（川崎直文君） 総務課長。
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○総務課長（山下 誠君） 工事請負変更契約の締結についてご説明を申し上げます。

議案書１２９ページをお開きください。

平成２５年６月１７日に議会の議決をいただきました永平寺町本庁舎耐震補強

工事請負契約について、議会議場等の改修と町章の取りつけなどに伴い請負額が

増額となりましたので、永平寺町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

工事名は、永平寺町本庁舎耐震補強工事。変更前の契約金額１億５，０６７万

５，０００円。変更後の契約金額１億５，５７０万４，５６０円。変更増の金額

５０２万９，５６０円。契約の相手方、所在地、福井市西開発３丁目３０１番地

の１。会社名、石黒建設株式会社。代表者名、取締役社長、善木則夫でございま

す。

以上で、議案第３１号、工事請負変更契約の締結についての説明とさせていた

だきます。

○議長（川崎直文君） これより質疑に入ります。

質疑ありませんか。

ないようですから、質疑を終わります。

お諮りします。

日程第３３、議案第３１号、工事請負変更契約の締結についての件を、会議規

則第３９条第１項により、総務常任委員会に付託したいと思いますが、これにご

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本件を総務常任委員会に付託することに決定しました。委員会におか

れましては、休会中に審査をしていただき、今定例会中に審査の結果を議長に提

出くださいますようお願いします。

暫時休憩します。

（午後 １時 分 休憩）

──────────────

（午後 １時 分 再開）

○議長（川崎直文君） 休憩前に引き続き再開します。

お諮りします。

これをもちまして本日の日程は議了しました。
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本日はこれをもちまして散会したいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、本日はこれをもって散会することに決定しました。

本日はこれをもって参会します。

なお、明日２５日から３月１日までを休会したいと思います。これにご異議あ

りませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（川崎直文君） 異議なしと認めます。

よって、明日２５日から３月１日までを休会とします。

３月２日は定刻より本会議を開きますので、ご参集のほどよろしくお願いしま

す。

本日はどうもご苦労さまでした。

（午後 １時２３分 散会）


